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３－１ 活動体制計画 

３－１－１ 盛岡市災害警戒本部設置要領  

 

盛岡市災害警戒本部設置要領 

平成３年９月26日市長決裁  

改正 平成６年３月31日      

 平成９年６月26日      

 平成15年３月19日      

平成26年３月31日      

令和３年10月11日      

令和６年１月29日      

令和６年３月29日      

 

（趣旨） 

第１ この要領は、大雨、洪水、地震その他の自然現象等により災害が発生するおそれのある場合

における災害警戒本部の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（災害警戒本部の設置） 

第２ 総務部長は、次に掲げる場合において必要があると認めたときは、災害警戒本部の設置を決

定するものとする。 

(1) 気象業務法（昭和27年法律第 165号）第13条第１項及び第２項の規定による気象、地象又は

水象についての警報（以下「気象警報」という。）（火山現象に係るものを除く。）が発表され

た場合 

(2) 岩手山に噴火警報（火口周辺）のうち噴火警戒レベル３が発表された場合 

(3) 市内で震度４又は震度５弱を観測した場合 

(4) 北海道・三陸沖後発地震注意情報が発表された場合 

(5) 前３号に掲げる場合のほか、大雨、長雨、融雪等により地滑り、土砂崩れその他の地面現象

災害が発生するおそれがある場合 

(6) 大規模な火災、爆発等による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合 

（災害警戒本部の組織） 

第３ 災害警戒本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。 

２ 本部長は総務部長を、副本部長は総務部次長をもって充てる。 

３ 本部員は危機管理防災課職員をもって充てる。 

（災害警戒本部の所掌事項） 

第４ 災害警戒本部の所掌事項は、次のとおりとする。 

(1) 気象警報、火山情報等の収集及び関係課等への伝達に関すること。 

(2) 被害の発生状況及び対応状況の把握に関すること。 

(3) その他必要な事項に係る情報の収集及び関係課等への伝達に関すること。 

（本部長等の職務） 

第５ 本部長は、災害警戒本部の事務を総括し、会議を主宰する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理す

る。 

３ 本部員は、上司の命を受け、災害警戒本部の事務に従事する。 

（会議） 

第６ 災害警戒本部の会議は、必要に応じて本部長が招集する。 

（盛岡広域振興局長への報告） 

第７ 本部長は、盛岡広域振興局長に次の事項を報告しなければならない。 

(1) 災害警戒本部の設置及び廃止に関すること。 

(2) 被害の発生状況及びこれに対する措置状況に関すること。 

(3) その他必要と認める事項 

（記録） 

第８ 本部長は、災害警戒本部の設置状況、活動状況等を災害警戒本部設置記録簿に記録するもの

とする。 
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（災害の発生等に伴う措置） 

第９ 本部長は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において災害予防及び災害

応急対策を行う必要があると認めたときは、直ちに災害対策本部の設置の手続を採らなければな

らない。 

（災害警戒本部の廃止） 

第10 総務部長は、次のいずれかに該当することとなったときは、災害警戒本部を廃止するものと

する。 

(1) 災害の発生するおそれがなくなったとき又は災害警戒本部を継続して設置する必要がなくな

ったとき。 

(2) 災害対策本部が設置されたとき。 

（委任） 

第11 この要領に定めるもののほか、災害警戒本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。 

   附 則 

 この要領は、平成６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成９年６月30日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成15年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成26年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、令和３年10月11日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和６年１月29日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和６年３月29日から施行する。 
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様式（第８関係） 

 

 

 

盛岡市災害警戒本部資料 
 

１ 気象情報等 

(1) 注意報・警報等 

    月 日（ ） ×時×分 大雨（土砂災害・浸水害）、洪水警報発表 

           ×時×分 土砂災害警戒情報発表 

(2) 降雨 

   盛岡  ミリ 

   好摩  ミリ 

(3) 河川水位等 

    月 日（ ） ×時 分～×時 分までの最高水位 

観測所 所在地 
氾濫危険水位

（ｍ） 
日時 最高水位（ｍ） 

     

     

     

(4) 天候の推移予想 

   

２ 市災害対策（警戒）本部等の設置状況 

  市災害警戒本部  月 日（ ） ×時×分設置 ××××警報発表 

           月 日（ ） ○時○分廃止 

 

３ 被害等 （ 月 日 ×時00分現在） 

(1) 人的被害 

 

(2) 住家等の被害 

    

(3) その他被害状況、課題等 

 

４ 住民避難 

(1) 避難指示等の発令状況 

避難情報の種類 地区名 発表 解除 

 町名（○川、×川流域） 日×時×分  日 :  

〃 町名（土砂災害危険箇所） 日×時×分  日 :  

 合計（×地区）   

 

(2) 避難等の状況（ 月 日  時 分現在） 

避難場所等 世帯数 
避難者

数 
開設 閉鎖 

     

     

計     

 

盛岡市災害警戒本部資料 

  年 月 日  時 分 
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３－１ 活動体制計画 

３－１－２ 盛岡市災害対策本部条例 

盛 岡 市 災 害 対 策 本 部 条 例 

   昭和37年９月29日 

  条 例 第 ４ １ 号 

                        改正 平成８年３月28日条例第13号 

平成24年７月31日条例第28号 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第 223号)第23条の２第８項の規定に基づ

き、盛岡市災害対策本部（以下「災害対策本部」という。）に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

   （平成８条例13・一部改正） 

 （災害対策本部長等の職務） 

第２条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所属の職員を指揮監督する。 

２ 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その

職務を代理する。 

３ 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。 

 （部） 

第３条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。 

２ 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。 

３ 部に部長を置き、災害対策本部長が指名する災害対策本部員をもって充てる。 

４ 部長は、部の事務を掌理する。 

   （平成８条例13・一部改正） 

 （現地災害対策本部） 

第４条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、

災害対策副本部長、災害対策本部員その他災害対策本部の職員のうちから災害対策本部長が

指名する者をもって充てる。 

２ 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。 

   （平成８条例13・追加） 

 （委任） 

第５条 前３条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定

める。 

   （平成８条例13・旧第４条繰下・一部改正） 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成８年条例第13号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成24年条例第28号） 

 この条例は、公布の日から施行する。
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３－１ 活動体制計画 

３－１－３ 盛岡市災害対策本部規程 

 

盛 岡 市 災 害 対 策 本 部 規 程 
 

  
昭和５２年３月１６日 

災害対策本部訓令第１号 

改正 昭和53年９月１日災害対策本部訓令第１号 昭和53年10月12日災害対策本部訓令第２号 

昭和55年２月１日災害対策本部訓令第１号 昭和56年８月１日災害対策本部訓令第１号 

昭和57年７月６日災害対策本部訓令第１号 平成４年12月10日災害対策本部訓令第１号 

平成５年12月21日災害対策本部訓令第１号 平成７年３月30日災害対策本部訓令第１号 

平成８年３月29日災害対策本部訓令第１号 平成９年６月30日災害対策本部訓令第１号 

平成10年６月８日災害対策本部訓令第１号 平成11年６月29日災害対策本部訓令第１号 

平成12年４月20日災害対策本部訓令第１号 平成13年３月30日災害対策本部訓令第１号 

平成14年３月29日災害対策本部訓令第１号 平成15年３月26日災害対策本部訓令第１号 

平成15年11月18日災害対策本部訓令第３号 平成16年３月31日災害対策本部訓令第１号 

平成17年４月22日災害対策本部訓令第１号 平成18年１月６日災害対策本部訓令第１号 

平成18年３月31日災害対策本部訓令第２号 平成19年３月30日災害対策本部訓令第１号 

平成20年４月21日災害対策本部訓令第１号 平成21年３月30日災害対策本部訓令第１号 

平成22年４月１日災害対策本部訓令第１号 平成23年４月１日災害対策本部訓令第１号 

平成23年４月27日災害対策本部訓令第２号 平成24年４月１日災害対策本部訓令第１号 

平成24年７月９日災害対策本部訓令第３号 平成25年４月１日災害対策本部訓令第１号 

平成26年３月31日災害対策本部訓令第１号 平成27年３月27日災害対策本部訓令第１号 

平成28年７月29日災害対策本部訓令第１号 平成29年４月13日災害対策本部訓令第１号 

平成30年３月30日災害対策本部訓令第１号  平成31年４月１日災害対策本部訓令第１号 

令和元年10月１日災害対策本部訓令第２号 令和２年２月１日災害対策本部訓令第１号 

令和２年４月１日災害対策本部訓練第２号 令和３年４月１日災害対策本部訓令第１号 

令和４年４月１日災害対策本部訓令第２号 令和５年４月１日災害対策本部訓令第１号 

令和６年４月１日災害対策本部訓令第１号 令和７年４月１日災害対策本部訓令第１号 

 

盛岡市災害対策本部規程（昭和39年災害対策本部訓令第１号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この訓令は、盛岡市災害対策本部条例（昭和37年条例第41号）第５条の規定に基づき、盛

岡市災害対策本部（以下「本部」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

（災害対策副本部長、災害対策本部員等） 
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第２条 災害対策副本部長（以下「副本部長」という。）は、副市長及び危機管理統括監をもつて

充てる。 

２ 災害対策本部員（以下「本部員」という。）は、市長部局の公室長、部長、消防防災監、保健

衛生監、玉山総合事務所長、会計管理者、上下水道部長、市立病院事務局長、教育長、教育部長、

監査委員事務局長、総務部長が指定する総務部次長及び副消防防災監をもつて充てる。 

３ 災害対策本部長（以下「本部長」という。）に事故があるときは、副本部長が、本部長があら

かじめ定める順序によりその職務を代理する。 

４ 本部長及び副本部長に共に事故があるときは、総務部長の職にある本部員が本部長の職務を代

理する。 

（本部の位置） 

第３条 本部は、盛岡市役所内に置く。 

（本部員会議） 

第４条 本部長は、災害予防及び災害応急対策に係る協議決定及びその実施を図るため必要がある

ときは、本部員会議を開催する。 

２ 本部員会議は、本部長、副本部長及び本部員をもつて構成する。 

３ 本部員会議は、公開しない。ただし、本部長は、相当と認める者の傍聴を許すことがある。 

（事務局） 

第５条 本部に事務局を置く。 

２ 事務局は、事務局長、副事務局長及び事務局員をもって組織する。 

３ 事務局長は、総務部長をもって充て、事務局の所掌事務を統括する。 

４ 副事務局長は、総務部長が指定する総務部次長をもって充て、事務局長を補佐し、事務局長に

事故があるときはその職務を代理する。 

５ 事務局員は、危機管理防災課の職員及び事務局長が指定する職員をもって充て、上司の命を受

け、所管事務を処理する。 

６ 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。 

(１) 本部員会議の運営に関すること。 

(２) 本部の事務の総合調整に関すること。 

(３) 防災関係機関との連絡調整に関すること。 

(４) 災害情報等の整理及び分析に関すること。 

(５) 災害応急対策の立案及び進捗管理に関すること。 

(６) 災害広報及び報道機関との連絡調整に関すること。 

(７) 前各号に掲げるもののほか、事務局の処務に関すること。 

（本部連絡員） 

第６条 本部に本部連絡員を置き、次条第２項に規定する部長が部内の職員のうちから指名する。 
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２ 本部連絡員は、本部長の命令の伝達に当たるほか、次条第１項に規定する部相互間の連絡及び

情報収集の事務を担当する。 

（部、部長及び副部長） 

第７条 本部に別表第１の左欄に掲げる部を置く。 

２ 部に部長を置き、別表第１の中欄に掲げる職にある者をもつて充てる。 

３ 部に副部長を置き、別表第１の右欄に掲げる職にある者をもつて充てる。 

４ 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（課及び課長） 

第８条 部に別表第２の中欄に掲げる課を置く。 

２ 課に課長を置き、別表第２の右欄に掲げる職にある者をもつて充てる。 

３ 課長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所管事務を掌理する。 

（部及び課の分掌事務） 

第９条 部及び課の分掌事務は、別表第３のとおりとする。 

（部の運営） 

第10条 この訓令及び別に定めるもののほか、部の運営について必要な事項は、当該部の部長が定

める。 

（組織の特例） 

第11条 臨時の事務及びこの訓令で定める組織により処理することが不適当な事務については、第

２条及び第７条から前条までの規定にかかわらず、別に部、課若しくは職員を指定し、又は臨時

に部、課その他の組織を設けて、これを処理することができる。 

（配備体制） 

第12条 災害が発生するおそれがある場合又は災害が発生した場合の本部の配備体制は、別に定め

る。 

（本部の廃止） 

第13条 本部は、予想された災害の危険が解消したと認められるとき又は災害発生後における応急

対策措置がおおむね完了したと認められるときに市長が廃止する。 

（補則） 

第14条 本部長は、災害応急対策の実施に当たり必要があると認めるときは、職員を他部又は他課

の事務に従事させることがある。 

第15条 この訓令に定めるもののほか、本部の活動その他に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この訓令は、昭和52年３月16日から施行する。 

附 則（昭和53年災本訓令第１号） 

この訓令は、昭和53年９月１日から施行する。 
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附 則（昭和53年災本訓令第２号） 

この訓令は、昭和53年10月12日から施行する。 

附 則（昭和55年災本訓令第１号） 

この訓令は、昭和55年２月１日から施行する。 

附 則（昭和56年災本訓令第１号） 

この訓令は、昭和56年８月１日から施行する。 

附 則（昭和57年災本訓令第１号） 

この訓令は、昭和57年７月６日から施行する。 

附 則（平成４年災本訓令第１号） 

この訓令は、平成４年12月10日から施行する。 

附 則（平成５年災本訓令第１号） 

この訓令は、平成５年12月21日から施行する。 

附 則（平成７年災本訓令第１号） 

この訓令は、平成７年４月１日から施行する。 

附 則（平成８年災本訓令第１号） 

この訓令は、平成８年４月１日から施行する。 

附 則（平成９年災本訓令第１号） 

この訓令は、平成９年６月30日から施行する。 

附 則（平成10年災本訓令第１号） 

この訓令は、平成10年６月８日から施行する。 

附 則（平成11年災本訓令第１号） 

この訓令は、平成11年６月29日から施行する。 

附 則（平成12年災本訓令第１号） 

この訓令は、平成12年４月20日から施行する。 

附 則（平成13年災本訓令第１号） 

この訓令は、平成13年４月１日から施行する。 

附 則（平成14年災本訓令第１号） 

この訓令は、平成14年４月１日から施行する。 

附 則（平成15年災本訓令第１号） 

この訓令は、平成15年４月１日から施行する。 

附 則（平成15年災本訓令第３号） 

この訓令は、平成15年11月18日から施行する。 

附 則（平成16年災本訓令第１号） 

この訓令は、平成16年４月１日から施行する。 
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附 則（平成17年災本訓令第１号） 

この訓令は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則（平成18年災本訓令第１号） 

この訓令は、平成18年１月10日から施行する。 

附 則（平成18年災本訓令第２号） 

この訓令は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則（平成19年災本訓令第１号） 

この訓令は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成20年災本訓令第１号） 

この訓令は、平成20年４月21日から施行する。 

附 則（平成21年災本訓令第１号） 

この訓令は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則（平成22年災本訓令第１号） 

この訓令は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則（平成23年災本訓令第１号） 

この訓令は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則（平成23年災本訓令第２号） 

１ この訓令は、平成23年４月27日から施行する。 

２ 盛岡市災害対策本部活動要領（昭和41年災害対策本部訓令第２号）の一部を次のように改正

する。 

附 則（平成24年災本訓令第１号） 

この訓令は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則（平成24年災本訓令第３号） 

この訓令は、平成24年７月９日から施行する。 

附 則（平成25年災本訓令第１号） 

この訓令は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年災本訓令第１号） 

この訓令は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年災本訓令第１号） 

この訓令は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年災本訓令第１号） 

この訓令は、平成28年８月１日から施行する。 

附 則（平成29年災本訓令第１号） 

この訓令は、平成29年４月13日から施行する。 
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附 則（平成30年災本訓令第１号） 

この訓令は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則（平成31年災本訓令第１号） 

この訓令は、平成31年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年災本訓令第２号） 

この訓令は、令和元年10月１日から施行する。 

附 則（令和２年災本訓令第１号） 

この訓令は、令和２年２月１日から施行する。 

附 則（令和２年災本訓令第２号） 

この訓令は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年災本訓令第１号） 

この訓令は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年災本訓令第２号） 

この訓令は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年災本訓令第１号） 

この訓令は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年災本訓令第１号） 

この訓令は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年災本訓令第１号） 

この訓令は、令和７年４月１日から施行する。 

 

別表第１（第７条関係） 

 部 部長に充てる職 副部長に充てる職  

 市長公室部 市長公室長 市長公室長が指定する市長公室次長  

 総務部 総務部長 消防防災監、総務部長が指定する総務部次長及び

消防防災監が指定する副消防防災監 

 

 財政部 財政部長 財政部次長  

 市民部 市民部長 市民部次長及び都南総合支所長  

 交流推進部 交流推進部長 交流推進部次長  

 環境部 環境部長 環境部次長  

 保健福祉部 保健福祉部長 保健衛生監、保健所長、保健福祉部次長及び保健

所次長 

 

 子ども未来部 子ども未来部長 子ども未来部次長  

 商工労働部 商工労働部長 商工労働部次長  
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 農林部 農林部長 農林部次長、中央卸売市場長及び農業委員会事務

局長 

 

 建設部 建設部長 建設部次長  

 都市整備部 都市整備部長 都市整備部次長  

 玉山総合事務所部 玉山総合事務所長 総務課長（玉山総合事務所総務課長をいう。）  

 出納部 会計管理者   

 上下水道部 上下水道部長 上下水道部長が指定する上下水道部次長  

 医療部 市立病院事務局長 市立病院事務局次長  

 教育部 教育長 教育部長及び教育部長が指定する教育次長  

 応援部 監査委員事務局長 議会事務局長及び監査委員事務局監査課長  

 

別表第２（第８条関係） 

 部 課 課長に充てる職  

 市長公室部 企画調整課 企画調整課長  

 広聴広報課 広聴広報課長  

 秘書課 秘書課長  

 東京事務所課 東京事務所長  

 総務部 総務課 総務課長（総務部総務課長をいう。）  

 情報企画課 情報企画課長  

 危機管理防災課 危機管理防災課長  

 職員課 職員課長  

 管財課 管財課長  

 財政部 財政課 財政課長  

 契約検査課 契約検査課長  

 資産経営課 資産経営課長  

 市民税課 市民税課長  

 資産税課 資産税課長  

 納税課 納税課長  

 市民部 市民協働推進課 市民協働推進課長  

 くらしの安全課 くらしの安全課長  

 市民登録課 市民登録課長  

 健康保険課 健康保険課長  

 医療助成年金課 医療助成年金課長  
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 都南総合支所課 都南総合支所支所長補佐  

 交流推進部 文化国際課 文化国際課長  

 スポーツ推進課 スポーツ推進課長  

 観光課 観光課長  

 環境部 環境企画課 環境企画課長  

 廃棄物対策課 廃棄物対策課長  

 資源循環推進課 資源循環推進課長  

 クリーンセンター課 クリーンセンター所長  

 保健福祉部 地域福祉課 地域福祉課長  

 障がい福祉課 障がい福祉課長  

 長寿社会課 長寿社会課長  

 介護保険課 介護保険課長  

 生活福祉第一課 生活福祉第一課長  

 生活福祉第二課 生活福祉第二課長  

 企画総務課 企画総務課長  

 健康増進課 健康増進課長  

 指導予防課 指導予防課長  

 生活衛生課 生活衛生課長  

 子ども未来部 子ども青少年課 子ども青少年課長  

 子育てあんしん課 子育てあんしん課長  

 母子健康課 母子健康課長  

 こども家庭センター課 こども家庭センター所長  

 商工労働部 経済企画課 経済企画課長  

 ものづくり推進課 ものづくり推進課長  

 農林部 農政課 農政課長  

 林政課 林政課長  

 業務課 業務課長  

 農業委員課 農業委員会事務局長  

 建設部 道路管理課 道路管理課長  

 交通政策課 交通政策課長  

 道路建設課 道路建設課長  

 河川課 河川課長  

 用地課 用地課長  
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 建築住宅課 建築住宅課長  

 都市整備部 都市計画課 都市計画課長  

 景観政策課 景観政策課長  

 公園みどり課 公園みどり課長  

 建築指導課 建築指導課長  

 盛岡南整備課 盛岡南整備課長  

 市街地整備課 市街地整備課長  

 玉山総合事務所部 総務課 総務課長（玉山総合事務所総務課長をいう。）  

 住民福祉課 住民福祉課長  

 産業振興課 産業振興課長  

 建設課 建設課長  

 出納部 会計課 会計課長  

 上下水道部 総務課 総務課長（上下水道部総務課長をいう。）  

 経営企画課 経営企画課長  

 給排水課 給排水課長  

 水道建設課 水道建設課長  

 水道維持課 水道維持課長  

 浄水課 浄水課長  

 下水道整備課 下水道整備課長  

 下水道施設管理課 下水道施設管理課長  

 玉山事務所課 玉山事務所長  

 医療部 総務課 総務課長（市立病院事務局総務課長をいう。）  

 医事課 医事課長  

 教育部 総務課 総務課長（教育委員会事務局総務課長をい

う。） 

 

 学務教職員課 学務教職員課長  

 学校教育課 学校教育課長  

 生涯学習課 生涯学習課長  

 歴史文化課 歴史文化課長  

 応援部 議事総務課 議会事務局議事総務課長  

 選挙管理委員課 選挙管理委員会事務局長  

 監査課 監査委員事務局監査課長  
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別表第３（第９条関係） 

(1) 市長公室部 

 課 分掌事務  

 企画調整課 (1) 部内各課の連絡調整に関すること。  

 (2) 生活福祉第一課及び生活福祉第二課に対する応援（応急仮設住宅の

入居者の調査に関するものに限る。）に関すること。 

 

 (3) 他課に対する応援に関すること。  

 広聴広報課 (1) 災害写真の撮影記録に関すること。  

 (2) 市民相談の総合窓口に関すること。  

 (3) 危機管理防災課に対する応援（本部の設置及び運営に関するものに

限る。）に関すること。 

 

 

 秘書課 本部長及び副本部長の秘書に関すること。  

 東京事務所課 関係機関との連絡調整に関すること。  

(2) 総務部 

 課 分掌事務  

 総務課 (1) 文書の収受及び発送に関すること。  

 (2) 部内各課の被害の調査の取りまとめ及び報告に関すること。  

 (3) 部内各課の連絡調整に関すること。  

 (4) 危機管理防災課に対する応援（本部の設置及び運営に関するものに

限る。）に関すること。 

 

 情報企画課 (1) 電子計算組織の運用その他の管理の総括に関すること。  

 (2) 危機管理防災課に対する応援（本部の設置及び運営に関するものに

限る。）に関すること。 

 

 危機管理防災課 (1) 防災会議及び本部に関すること。  

 (2) 災害対策基本法（昭和36年法律第 223号）に基づく従事命令及び公

用負担に関すること。 

 

 (3) 非常通信に関すること。  

 (4) 防災行政無線局の管理及び運用に関すること。  

 (5) 消防活動に必要な資材等に関すること。  

 (6) 指定緊急避難場所及び指定避難所（以下「避難場所等」という。）

の備蓄に関すること。 

 

 (7) 水防に関すること。  

 (8) 災害救助法（昭和22年法律第 118号）の適用の事務手続に関するこ 
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と。 

 職員課 (1) 職員の動員に関すること。  

 (2) 各部間の応援の調整及び配備に関すること。  

 管財課 (1) 市有財産の被害の調査及び報告並びに管理に関すること。  

 (2) 電話交換に関すること。  

 (3) 庁内放送に関すること。  

 (4) 自動車の集中管理及び配車に関すること。  

 (5) 自動車の燃料の確保に関すること。  

 (6) 職員、被災者、物資等の輸送に関すること。  

 (7) 危機管理防災課に対する応援（本部の設置及び運営に関するものに

限る。）に関すること。 

 

(3) 財政部 

 課 分掌事務  

 財政課 (1) 緊急予算の編成等財政措置に関すること。  

 (2) 応急公用負担に基づく補償に関すること。  

 (3) 財政部が所管する避難場所等の避難者数及び避難者の名簿の取りま

とめ及び報告に関すること。 

 

 (4) 部内各課の連絡調整に関すること。  

 (5) 他課に対する応援に関すること。  

 契約検査課 (1) 救援用資材物資の調達及び受払に関すること。  

 (2) 避難場所等の避難者等に対する食料品、生活必需品等の物資の発注

に関すること。 

 

 (3) 他課に対する応援に関すること。  

 資産経営課 (1) 避難場所等（中央自動車学校、盛岡自動車学校、岩手自動車学校及

び旧繋小学校に開設するものに限る。）の設置及び運営に関するこ

と。 

 

 (2) 避難者の生活相談及び名簿の作成に関すること。  

 (3) 他課に対する応援に関すること。  

 市民税課 (1) 市税（固定資産税、特別土地保有税、都市計画税及び国民健康保険

税を除く。）の減免に関すること。 

 

 (2) 支援物資の集積場所（県営体育館に開設するものに限る。）の設置

及び運営に関すること。 

 

 資産税課 (1) 固定資産税、特別土地保有税及び都市計画税の減免に関すること。  
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 (2) 危機管理防災課に対する応援（人的被害及び住宅等の被害の調査及

び報告に関するものに限る。）に関すること。 

 

 (3) り災の証明（火災に係るものを除く。）に関すること。  

 納税課 (1) 市税（国民健康保険税を除く。）の徴収猶予に関すること。  

 (2) 避難場所等（盛岡競馬場に開設するものに限る。）の設置及び運営

に関すること。 

 

 (3) 避難者の生活相談及び名簿の作成に関すること。  

 (4) 支援物資の集積場所（盛岡競馬場に開設するものに限る。）の設置

及び運営に関すること。 

 

 (5) 飛行場外離着陸場（盛岡競馬場に開設するものに限る。）の設置及

び運営に関すること。 

 

 (6) 自衛隊の集結場所（盛岡競馬場に開設するものに限る。）の設置及

び連絡調整に関すること。 

 

 (7) 危機管理防災課に対する応援（災害に関する情報の収集及び伝達に

関するものに限る。）に関すること。 

 

(4) 市民部 

 課 分掌事務  

 市民協働推進課 (1) 避難場所等（地区活動センター、岩手医大緑が丘グラウンド、地域

交流活性化センター、盛岡八幡宮、宇津野公民館、東安庭公民館、門

公民館及び道明自治公民館に開設するものに限る。）の設置及び運営

に関すること。 

 

 (2) 避難者の生活相談及び名簿の作成に関すること。  

 (3) 町内会等に対する災害情報の提供及び依頼事項等の連絡調整に関す

ること。 

 

 (4) 避難者等の安否の問合せに関すること。  

 (5) 地区活動センター等の被害の調査及び報告に関すること。  

 (6) 部内各課の被害の調査の取りまとめ及び報告に関すること。  

 (7) 市民部が所管する避難場所等の避難者数及び避難者の名簿の取りま

とめ及び報告に関すること。 

 

 (8) 部内各課の連絡調整に関すること。  

 (9) 他課に対する応援に関すること。  

 (10) 女性相談及びLGBT相談等の窓口に関すること。  

 くらしの安全課 (1) 交通指導に関すること。  
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 (2) 特定空き家等の被害の応急措置に関すること。  

 (3) 被災地等の防犯の意識啓発に関すること。  

 (4) 他課に対する応援に関すること。  

 市民登録課 (1) 戸籍法（昭和22年法律第 224号）及び住民基本台帳法（昭和42年法

律第81号）の規定による届出及び証明に関すること。 

 

 (2) 遺体の埋葬及び火葬の許可に関すること。  

 (3) 支所との連絡調整に関すること。  

 (4) 火葬場の被害の調査及び報告に関すること。  

 (5) 災害に伴う各種証明の総合窓口の開設に関すること。  

 (6) 危機管理防災課に対する応援（避難指示等の区域並びに警戒区域内

の世帯数及び人数の把握に関するものに限る。）に関すること。 

 

 (7) 他課に対する応援に関すること。  

 健康保険課 (1) 国民健康保険税の減免に関すること。  

 (2) 国民健康保険税の徴収猶予に関すること。  

 (3) 支援物資の総括（集積場所の開設の指示、受入れ、払出し、供給計

画等）に関すること。 

 

 (4) 調達物資の供給計画に関すること。  

 (5) 地域福祉課に対する応援に関すること（社会福祉協議会及び日本赤

十字社岩手県支部との連絡調整に関することに限る。）。 

 

 医療助成年金課 (1) 各種医療費助成受給者への医療費貸付に関すること。  

 (2) 国民年金保険料の免除に関すること。  

 (3) 健康保険課に対する応援に関すること。（支援物資及び調達物資の

供給計画に関することに限る。） 

 

 都南総合支所課 (1) 文書の収受及び発送に関すること。  

 (2) 市民相談の窓口に関すること。  

 (3) 町内会等（都南総合支所の所管区域に属するものに限る。）に対す

る災害情報の提供及び依頼事項等の連絡調整に関すること。 

 

 (4) 戸籍法及び住民基本台帳法の規定による届出及び証明に関するこ

と。 

 

 (5) 遺体の埋葬及び火葬の許可に関すること。  

 (6) 出張所との連絡調整に関すること。  

 (7) 災害に伴う各種証明の総合窓口の開設に関すること。  

 (8) 危機管理防災課に対する応援（災害対策本部の移転又は現地災害対 
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策本部の設置に関するものに限る。）に関すること。 

(5) 交流推進部 

 文化国際課 (1) 避難場所等（国際交流センターに開設するものに限る。）の設

置及び運営に関すること。 

 

 (2) 避難者の生活相談及び名簿の作成に関すること。  

 (3) 被災した外国人に対する支援に関すること。  

 (4) 文化施設の被害の調査及び報告に関すること。  

 (5) 部内各課の被害の調査の取りまとめ及び報告に関すること。  

 (6) 交流推進部が所管する避難場所等の避難者数及び避難者の名簿

の取りまとめ及び報告に関すること。 

 

 (7) 部内各課の連絡調整に関すること。  

 (8) 他課に対する応援に関すること。  

 スポーツ推進課 (1) 所管するスポーツ施設の被害の調査及び報告に関すること。  

 (2) 災害応急活動に協力するスポーツ団体との連絡調整に関すること。  

 (3) スポーツ団体に対する連絡に関すること。  

 (4) 避難場所等（岩手大学理工学部グラウンド、つなぎ多目的運動場、

総合アリーナ・総合プール、市立武道館、乙部運動広場、乙部体育

館、渋民運動公園及び好摩体育館に開設するものに限る。）の設置及

び運営に関すること。 

 

 (5) 支援物資の集積場所（都南体育館、総合アリーナ、渋民運動公園総

合体育館及び県営体育館に開設するものに限る。）の設置及び運営に

関すること。 

 

 (6) 飛行場外離着陸場（太田橋グラウンド、旧市営野球場及び渋民運動

公園陸上競技場に開設するものに限る。）の設置及び運営に関するこ

と。 

 

 (7) 遺体収容所の設置及び運営に関すること。  

 (8) 遺体収容所に収容された者の名簿の作成に関すること。  

 (9) 岩手県広域防災拠点施設（総合アリーナに開設するものに限る。）

の利用に関すること。 

 

 観光課 (1) 観光施設の被害の調査及び報告に関すること。  

 (2) 避難者及び応援部隊の宿泊施設の確保、集結場所の設置の指導及

び総括に関すること。 

 

(6) 環境部 
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 課 分掌事務  

 環境企画課 (1) 保護庭園等の被害の調査及び報告に関すること。  

 (2) 公害防止に関すること。  

 (3) 飲料水供給施設の被害調査並びに応急処置及び復旧対策に関するこ

と。 

 

 (4) 部内各課の被害の調査の取りまとめ及び報告に関すること。  

 (5) 部内各課の連絡調整に関すること。  

 (6) 他課に対する応援に関すること。  

 廃棄物対策課 (1) 盛岡地区衛生処理組合、盛岡北部行政事務組合、岩手・玉山環境組

合、盛岡・紫波地区環境施設組合及び盛岡広域環境組合の連絡調整に

関すること。 

 

 (2) 被災地のし尿処理及び仮設便所等の設置に関すること。  

 (3) 災害廃棄物の処理等に関すること。  

 (4) 他課に対する応援に関すること。  

 資源循環推進課 (1) 清掃業務施設（クリーンセンターを除く。）及び衛生施設の被害の

調査及び報告に関すること。 

 

 (2) 被災地の清掃に関すること。  

 (3) 他課に対する応援に関すること。  

 クリーンセンター

課 

(1) クリーンセンターの被害の調査及び報告に関すること。  

 (2) 他課に対する応援に関すること。  

(7) 保健福祉部 

 課 分掌事務  

 地域福祉課 (1) 災害救助法の規定による救助に要する費用の繰替支弁に関するこ

と。 

 

 (2) 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付け

に関すること。 

 

 (3) 社会福祉協議会及び日本赤十字社岩手県支部との連絡調整に関する

こと。 

 

 (4) 盛岡市災害ボランティアセンターの設置要請に関する連絡及び支援

に関すること。 

 

 (5) 福祉避難所の設置及び運営の総括に関すること。  

 (6) 部内各課の被害の調査の取りまとめ及び報告に関すること。  

 (7) 部内各課の連絡調整に関すること。  
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 (8) 市民活動団体等が行う災害支援に係る総合調整に関すること。  

 障がい福祉課 (1) 身体障がい者及び知的障がい者の被災者の援護並びに被害の調査及

び報告に関すること。 

 

 (2) 避難場所等（岩手マッサージセンターに開設するものに限る。）の

設置及び運営に関すること。 

 

 (3) 避難者の生活相談及び名簿の作成に関すること。  

 長寿社会課 (1) 老人の被災者の援護並びに被害の調査及び報告に関すること。  

 (2) 老人の被災者の収容に関すること。  

 (3) 避難場所等（老人福祉センター、老人憩いの家、ケアガーデン高松

公園、世代交流センター及び盛岡地域福祉センターに開設するものに

限る。）の設置及び運営に関すること。 

 

 (4) 避難者の生活相談及び名簿の作成に関すること。  

 (5) 保健福祉部が所管する避難場所等の避難者数及び避難者の名簿の取

りまとめ及び報告に関すること。 

 

 介護保険課 (1) 介護保険事業者の被害の調査及び報告に関すること。  

 (2) 介護保険料の減免に関すること。  

 (3) 介護保険料の徴収猶予に関すること。  

 生活福祉第一課 (1) 被災した生活保護世帯及び生活困窮者自立支援法（平成25年法律第

105号）の規定による支援を受けている者の援護並びに被害の調査及

び報告に関すること。 

 

 (2) 行旅病人及び行旅死亡人の救護等に関すること。  

 (3) 避難場所等（ふれあいランド岩手に開設するものに限る。）の設置

及び運営に関すること。 

 

 (4) 避難者の生活相談及び名簿の作成に関すること。  

 (5) 避難者の生活相談の総括に関すること。  

 (6) 応急仮設住宅の入居者の調査に関すること。  

 生活福祉第二課 (1) 被災した生活保護世帯の援護並びに被害の調査及び報告に関するこ

と。 

 

 (2) 行旅病人及び行旅死亡人の救護等に関すること。  

 (3) 避難場所等（ふれあいランド岩手に開設するものに限る。）の設置

及び運営に関すること。 

 

 (4) 避難者の生活相談及び名簿の作成に関すること。  

 (5) 避難者の生活相談の総括に関すること。  
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 (6) 応急仮設住宅の入居者の調査に関すること。  

 企画総務課 (1) 医師及び看護師の要員の総合調整に関すること。  

 (2) 医師及び看護師の要員の受入れに関すること。  

 (3) 遺体の検案及び検視に関すること。  

 (4) 保健所内各課の連絡調整に関すること。  

 (5) 他課に対する応援に関すること。  

 健康増進課 (1) 応急救護に関すること。  

 (2) 避難者の健康指導及び健康管理に関すること。  

 (3) 避難者の健康指導及び健康管理の総括に関すること。  

 指導予防課 (1) 被災地等の防疫及び感染症の予防に関すること。  

 (2) 避難者の栄養指導に関すること。  

 (3) 医療施設の被害の調査及び報告に関すること。  

 (4) 医薬品等の確保に関すること。  

 生活衛生課 (1) 被災地等の生活衛生指導に関すること。  

 (2) 避難者の食品衛生指導に関すること。  

 (3) 遺体の埋葬及び火葬の総括に関すること。  

 (4) 遺体の収容所の開設の指導及び総括に関すること。  

 (5) 遺体の名簿の取りまとめに関すること。  

 (6) 避難場所等における愛玩動物の取扱いに関すること。  

 (7) 死亡獣畜の適正処理の指導に関すること。  

 (8) 特定動物の適正管理指導及び被災犬等の保護収容に関すること。  

 (9) 公衆浴場の被害の調査及び報告に関すること。  

(8) 子ども未来部 

 課 分掌事務  

 子ども青少年課 (1) 要保護児童等の被災者の援護並びに被害の調査及び報告に関するこ

と。 

 

 (2) 避難場所等（児童館及び児童センターに開設するものに限る。）の

設置及び運営に関すること。 

 

 (3) 部内各課の被害の調査の取りまとめ及び報告に関すること。  

 (4) 部内各課の連絡調整に関すること。  

 子育てあんしん課 (1) 子ども未来部が所管する避難場所等の避難者数及び避難者の名簿の

取りまとめ及び報告に関すること。 

 

 (2) 避難者の生活相談及び名簿の作成に関すること。  
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 (3) 他課に対する応援に関すること。  

 母子健康課 (1) 避難者の健康指導及び健康管理に関すること。  

 (2) 他課に対する応援に関すること。  

 こども家庭センタ

ー課 

(1) 母子生活支援施設の被害の調査、避難及び報告に関すること。  

 (2) 災害時における、こども、親子、女性、妊婦、青少年の相談に関す

ること。 

 

 (3) 他課に対する応援に関すること。  

(9) 商工労働部 

 課 分掌事務  

 経済企画課 (1) 商業関係の被害の調査及び報告に関すること。  

 (2) 商業団体等との連絡調整に関すること。  

 (3) 労働力確保に係る連絡調整に関すること。  

 (4) 避難場所等（盛岡市勤労福祉会館に開設するものに限る。）の設置

及び運営に関すること。 

 

 (5) 避難者の生活相談及び名簿の作成に関すること。  

 (6) ボランティアの受入場所（盛岡市勤労福祉会館及びサンライフ盛岡

に開設するものに限る。）の設置及び運営に関すること。 

 

 (7) 部内各課の被害の調査の取りまとめ及び報告に関すること。  

 (8) 商工労働部が所管する避難場所等の避難者数及び避難者の名簿の取

りまとめ及び報告に関すること。 

 

 (9) 部内各課の連絡調整に関すること。  

 ものづくり推進課 (1) 工業関係の被害の調査及び報告に関すること。  

 (2) 工業団体等との連絡調整に関すること。  

 (3) 商工業関係者への融資に関すること。  

 (4) 避難場所等（盛岡地域地場産業振興センター及び岩手県工業技術セ

ンターに開設するものに限る。）の設置及び運営に関すること。 

 

 (5) 避難者の生活相談及び名簿の作成に関すること。  

(10)農林部 

 課 分掌事務  

 農政課 (1) 農水産関係の被害の調査及び報告に関すること。  

 (2) 病害虫の駆除に関すること。  

 (3) 被害地等における家畜の防疫に関すること。  

 (4) 家畜の輸送に関すること。  



392 

 

 (5) 被災農家の援助に関すること。  

 (6) 応急米に関すること。  

 (7) 農地及び農業用施設の復旧に関すること。  

 (8) 避難者の生活相談及び名簿の作成に関すること。  

 (9) 飲雑用水供給施設の被害調査並びに応急処置及び復旧対策に関する

こと。 

 

 (10)避難場所等（農業構造改善センターに開設するものに限る。）の設

置及び運営に関すること。 

 

 (11)部内各課の被害の調査の取りまとめ及び報告に関すること。  

 (12)農林部が所管する避難場所等の避難者数及び避難者の名簿の取りま

とめ及び報告に関すること。 

 

 (13)部内各課の連絡調整に関すること。  

 林政課 (1) 林業関係の被害の調査及び報告に関すること。  

 (2) 被害林家の援助に関すること。  

 (3) 林道の復旧に関すること。  

 (4) 他課に対する応援に関すること。  

 業務課 (1) 農産物及び水産物の調達に係る連絡調整に関すること。  

 (2) 他課に対する応援に関すること。  

 農業委員課 (1) 避難場所等（盛岡第四高等学校及び旧盛岡南高等学校に開設するも

のに限る。）の設置及び運営に関すること。 

 

 (2) 避難者の生活相談及び名簿の作成に関すること。  

 (3) 応援部隊の集結場所（盛岡第四高等学校、盛岡南高等学校及び盛岡

聴覚支援学校に開設するものに限る。）の設置及び連絡調整に関する

こと。 

 

 (4) 他課に対する応援に関すること。  

(11)建設部 

 課 分掌事務  

 道路管理課 (1) 道路及び橋りようの被害の調査及び報告に関すること。  

 (2) 交通途絶箇所及び交通う回路線の公示に関すること。  

 (3) 道路及び橋りようの被害防止並びに道路区域の地すべり並びに道路

及び橋りようの決壊等の応急措置及び復旧に関すること。 

 

 (4) 道路及び橋りように係る障害物の除去に関すること。  

 (5) 部内各課の被害の調査の取りまとめ及び報告に関すること。  
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 (6) 部内各課の連絡調整に関すること。  

 交通政策課 (1) 輸送機関との連絡調整に関すること。  

 (2) 飛行場外離着陸場（他の所管に属するものを除く。）の設置及び運

営に関すること。 

 

 (3) 帰宅困難者に対する交通機関についての情報の周知等に関するこ

と。 

 

 (4) 他課に対する応援に関すること。  

 道路建設課 (1) 経済企画課に対する応援（ボランティアの受入場所の開設及び運営

に関するものに限る。）に関すること。 

 

 (2) 道路工事現場の被害の調査及び報告に関すること。  

 (3) 他課に対する応援に関すること。  

 河川課 (1) 管理河川の被害の調査及び報告に関すること。  

 (2) 管理河川の被害の応急措置及び復旧に関すること。  

 (3) 河川の障害物の除去に関すること。  

 (4) 土砂災害の被害の調査及び報告に関すること。  

 (5) 土砂災害の被害の応急措置及び復旧に関すること。  

 用地課 (1) 災害復旧に必要な用地の確保に関すること。  

 (2) 応急仮設住宅の用地の確保に関すること。  

 (3) 他課に対する応援に関すること。  

 建築住宅課 (1) 市有建築物の応急修理の設計及び施工の監督に関すること。  

 (2) 応急仮設住宅の設置（民間賃貸住宅借上げによるものを含む。）に

関すること。 

 

 (3) 市営住宅等の被害の調査及び報告に関すること。  

 (4) 市営住宅等の被害の応急措置及び復旧に関すること。  

 (5) 他課に対する応援に関すること。  

(12)都市整備部 

 課 分掌事務  

 都市計画課 (1) 都市計画施設（他の所管に属するものを除く。）の被害の調査及び

報告に関すること。 

 

 (2) マリオス立体駐車場、盛岡駅西口地区駐車場の被害の調査及び報告

に関すること。 

 

 (3) 危険宅地の災害の防止、応急措置及び復旧の指導に関すること。  

 (4) 被災宅地の危険度判定に関すること。  
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 (5) 被災宅地危険度判定士の受入場所の開設の指導及び総括に関するこ

と。 

 

 (6) 被災宅地危険度判定士の派遣要請に関すること。  

 (7) 部内各課の被害の調査の取りまとめ及び報告に関すること。  

 (8) 都市整備部が所管する避難場所等の避難者数及び避難者の名簿の取

りまとめ及び報告に関すること。 

 

 (9) 被災宅地の堆積土砂の撤去に関すること。  

 (10)部内各課の連絡調整に関すること。  

 (11)他課に対する応援に関すること。  

 景観政策課 (1) 景観重要建造物、景観重要樹木等及び歴史的風致形成建造物の被害

の調査及び報告に関すること。 

 

 (2) 屋外広告物の被害の調査及び報告に関すること。  

 (3) 他課に対する応援に関すること。  

 公園みどり課 (1) 公園施設の被害の調査及び報告に関すること。  

 (2) 公園施設の被害の応急措置及び復旧に関すること。  

 (3) 避難場所等（盛岡城跡公園、高松公園、東黒石野公園、松園中央公

園、緑の里近隣公園、前九年公園、月が丘児童公園、盛南公園、中央

公園、津志田近隣公園、都南中央公園、下鹿妻北近隣公園、ぽちかち

飯岡公園、盛岡南公園、盛岡南地区公園、湯沢中央公園及び盛岡市動

物公園に開設するものに限る。）の設置及び運営に関すること。 

 

 (4) 避難者の生活相談及び名簿の作成に関すること。  

 (5) 飛行場外離着陸場（中央公園、盛岡南公園及び高松公園に開設する

ものに限る。）の設置及び運営に関すること。 

 

 建築指導課 (1) 建築物の被害の調査及び報告に関すること。  

 (2) 仮設建築物の建築の相談、助言等に関すること。  

 (3) 建築基準法（昭和25年法律第201号）に規定する被災市街地におけ

る建築制限に関すること。 

 

 (4) 被災建築物の応急危険度の判定に関すること。  

 (5) 被災建築物応急危険度判定士の受入場所の開設の指導及び総括に関

すること。 

 

 (6) 被災建築物応急危険度判定士の派遣要請に関すること。  

 (7) 被災した住宅の応急修理に関すること。  

 盛岡南整備課 (1) 土地区画整理事業（都南中央第三地区及び道明地区に係るものに限 
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る。次号において同じ。）の施行地区内の被害の調査及び報告に関す

ること。 

 (2) 土地区画整理事業の施行地区内の公共施設の被害の応急措置及び復

旧に関すること。 

 

 (3) 避難場所等（盛岡スコーレ高等学校、盛岡峰南高等支援学校及び盛

岡工業高等学校に開設するものに限る。）の設置及び運営に関するこ

と。 

 

 (4) 避難者の生活相談及び名簿の作成に関すること。  

 (5) 復旧資機材の集結場所（盛岡工業高等学校に開設するものに限

る。）の設置及び管理に関すること。 

 

 (6) 支援物資の集積場所（盛岡工業高等学校に開設するものに限る。）

の設置及び運営に関すること。 

 

 (7) 他課に対する応援に関すること。  

 市街地整備課 (1) 土地区画整理事業（太田地区に係るものに限る。次号において同

じ。）の施行地区内及び市街地再開発事業区域内の被害の調査及び報

告に関すること。 

 

 (2) 土地区画整理事業及び市街地再開発事業区域内の公共施設の被害の

応急措置及び復旧に関すること。 

 

 (3) 避難場所等（県営運動公園、マリオス及び盛岡商業高等学校に開設

するものに限る。）の設置及び運営に関すること。 

 

 (4) 避難者の生活相談及び名簿の作成に関すること。  

 (5) 飛行場外離着陸場（県営運動公園陸上競技場に開設するものに限

る。）の設置及び運営に関すること。 

 

 (6) 自衛隊の集結場所（県営運動公園陸上競技場に開設するものに限

る。）の設置及び連絡調整に関すること。 

 

 (7) 復旧資機材の集結場所（国立研究開発法人農業・食品産業技術総合

研究機構東北農業研究センターに開設するものに限る。）の設置及び

管理に関すること。 

 

 (8) 支援物資の集積場所（国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研

究機構東北農業研究センターに開設するものに限る。）の設置及び運

営に関すること。 

 

 (9) 危機管理防災課に対する応援（災害救助法の適用の事務手続に関す

ることに限る。）に関すること。 
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 (10)他課に対する応援に関すること。  

(13)玉山総合事務所部 

 課 分掌事務（玉山地域に係る事務に限る。）  

 総務課 (1) 文書の収受及び発送に関すること。  

 (2) 避難指示等に係る誘導及び確認に関すること。  

 (3) 防災行政無線による広報に関すること。  

 (4) 防災関係機関との連絡調整に関すること。  

 (5) 消防団に関すること。  

 (6) 町内会等に対する災害情報の提供及び依頼事項等の連絡調整に関す

ること。 

 

 (7) 避難場所等（玉山総合福祉センター、コミュニティセンター及び日

戸キャンプ場に開設するものに限る。）の設置及び運営に関するこ

と。 

 

 (8) 避難者の生活相談及び名簿の作成に関すること。  

 (9) 危機管理防災課に対する応援（災害対策本部の移転又は現地災害対

策本部の設置に関するものに限る。）に関すること。 

 

 (10)玉山総合事務所部が所管する避難場所等の避難者数及び避難者の名

簿の取りまとめ及び報告に関すること。 

 

 (11)部内各課の連絡調整に関すること。  

 住民福祉課 (1) 市民相談の窓口に関すること。  

 (2) 災害に伴う各種証明の総合窓口の開設に関すること。  

 (3) 出張所との連絡調整に関すること。  

 (4) 交通指導に関すること。  

 (5) 戸籍法及び住民基本台帳法の規定による届出及び証明に関するこ

と。 

 

 (6) 遺体の埋葬及び火葬の許可に関すること。  

 (7) 飲料水供給施設の被害調査並びに応急処置及び復旧対策に関するこ

と。 

 

 (8) 被災地の清掃に関すること。  

 (9) 被災者の収容及び援護に関すること。  

 (10) 応急救護に関すること。  

 (11) 被災者の被害の調査及び報告に関すること。  

 (12) 支援物資及び調達物資の供給に関すること。  
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 (13) 避難場所等（介護予防センター及び玉山地域内の保育所に開設す

るものに限る。）の設置及び運営に関すること。 

 

 (14) 避難者の生活相談及び名簿の作成に関すること。  

 (15) 保健衛生及び福祉対策に関すること。  

 (16) 支援物資の集積場所（玉山総合福祉センターに開設するものに限

る。）の設置及び運営に関すること。 

 

 (17) 他課に対する応援に関すること。  

 産業振興課 (1) 避難場所等（渋民勤労者研修センター、就業改善センター、盛岡商

工会議所玉山支所、姫神地区振興センター、玉山健康増進センター、

町村活性化センター、岩洞活性化センター及びユートランド姫神に開

設するものに限る。）の設置及び運営に関すること。 

 

 (2) 避難者の生活相談及び名簿の作成に関すること。  

 (3) 農林水産関係の被害の調査及び報告に関すること。  

 (4) 病害虫の防除に関すること。  

 (5) 家畜の防疫に関すること。  

 (6) 被災農家の援助に関すること。  

 (7) 商工業関係の被害の調査及び報告に関すること。  

 (8) 商工業関係者への融資に関すること。  

 (9) 観光施設（道の駅もりおか渋民を含む。）の被害の調査及び報告に

関すること。 

 

 (10)災害広報に関すること。  

 (11)災害写真の撮影記録に関すること。  

 建設課 (1) 道路及び橋りようの被害の調査及び報告に関すること。  

 (2) 道路及び橋りようの応急措置及び復旧に関すること。  

 (3) 交通途絶箇所及びう回路線の公示に関すること。  

 (4) 道路、橋りよう及び河川に係る障害物の除去に関すること。  

 (5) 応急仮設住宅の設置に関すること。  

 (6) 危険宅地の災害の防止、応急措置及び復旧の指導に関すること。  

 (7) 管理河川及び砂防施設の被害の調査及び報告に関すること。  

 (8) 管理河川の被害の応急措置及び復旧に関すること。  

 (9) 土砂災害の被害の調査及び報告に関すること。  

 (10)土砂災害の被害の応急措置及び復旧に関すること。  

 (11)職員、被災者、物資等の輸送に関すること。  
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(14)出納部 

 課 分掌事務  

 会計課 (1) 災害義援金の出納及び保管に関すること。  

 (2) 義援金の受付についての情報の周知に関すること。  

 (3) 義援金の配分に関すること（義援金配分委員会に関することを含

む。）。 

 

(15)上下水道部 

 課 分掌事務  

 総務課 (1) 上下水道局庁舎及び車庫の被害の調査及び報告に関すること。  

 (2) 部内活動の記録及び報告に関すること。  

 (3) 上下水道に係る関係機関との連絡調整に関すること。  

 (4) 部内各課の被害の調査の取りまとめ及び報告に関すること。  

 (5) 部内各課の連絡調整に関すること。  

 経営企画課 (1) 水道及び下水道の使用に係る広報に関すること。  

 (2) 被災者の水道料金、下水道使用料等の減免に関すること。  

 (3) 他課に対する応援に関すること。  

 給排水課 (1) 水道水の応急給水に関すること。  

 (2) 他課に対する応援に関すること。  

 水道建設課 (1) 水道工事現場の被害の調査及び報告に関すること。  

 (2) 水道工事現場の被害の応急措置及び復旧に関すること。  

 (3) 他課に対する応援に関すること。  

 水道維持課 (1) 水道管路の被害の調査及び報告に関すること。  

 (2) 水道管路の被害の応急措置及び復旧に関すること。  

 (3) 水道施設の応急措置及び復旧に係る資材の確保及びあつせんに関す

ること。 

 

 浄水課 (1) 取水施設、浄水施設及び配水施設の被害の調査及び報告に関するこ

と。 

 

 (2) 取水施設、浄水施設及び配水施設の被害の応急措置及び復旧に関す

ること。 

 

 (3) 水質管理センターの被害の調査及び報告に関すること。  

 (4) 水道水の水質検査に関すること。  

 (5) 他課に対する応援に関すること。  

 下水道整備課 (1) 下水道工事現場の被害の調査及び報告に関すること。  
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 (2) 下水道工事現場の被害の応急措置及び復旧に関すること。  

 (3) 他課に対する応援に関すること。  

 下水道施設管理課 (1) 下水道施設（玉山地域に存するものを除く。）の被害の調査及び報

告に関すること。 

 

 (2) 下水道施設（玉山地域に存するものを除く。）の被害の応急措置及

び復旧に関すること。 

 

 玉山事務所課 (1) 下水道施設（玉山地域に存するものに限る。）の被害の調査及び報

告に関すること。 

 

 (2) 下水道施設（玉山地域に存するものに限る。）の被害の応急措置及

び復旧に関すること。 

 

 (3) 他課に対する応援に関すること。  

(16) 医療部 

 課 分掌事務  

 総務課 (1) 市立病院の被害の調査及び報告に関すること。  

 (2) 医療班及び救護班の編成に関すること。  

 (3) 部内の連絡調整に関すること。  

 医事課 (1) 患者の被害状況の調査に関すること。  

 (2) 他課に対する応援に関すること。  

(17)教育部 

 課 分掌事務  

 総務課 (1) 学校施設の被害の調査及び報告に関すること。  

 (2) 教育に係る災害対策予算に関すること。  

 (3) 教材及び教育施設の被害の復旧に必要な資材の調達に関すること。  

 (4) 避難場所等（盛岡市立の小学校、中学校、高等学校及び幼稚園（学

校の用途を廃止した土地及び建物であって、教育委員会において管理

するものを含む。）に開設するものに限る。）の設置及び運営に関す

ること。 

 

 (5) 避難者の生活相談及び名簿の作成に関すること。  

 (6) 飛行場外離着陸場（乙部中学校、巻堀中学校及び玉山小学校に開設

するものに限る。）の設置及び運営に関すること。 

 

 (7) 部内活動の記録及び報告に関すること。  

 (8) 部内各課の被害の調査の取りまとめ及び報告に関すること。  

 (9) 教育部が所管する避難場所等の避難者数及び避難者の名簿の取りま 
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とめ及び報告に関すること。 

 (10)部内各課の連絡調整に関すること。  

 学務教職員課 (1) 学校に対する連絡及び指示に関すること。  

 (2) 幼稚園児、児童及び生徒並びに教員の被害の調査及び報告に関する

こと。 

 

 (3) 幼稚園児、児童及び生徒の避難救助に関すること。  

 (4) 学校給食の応急対策に関すること。  

 (5) ボランティアの学生及び生徒に対する連絡に関すること。  

 (6) 避難場所等（岩手女子高等学校、盛岡白百合学園高等学校（小学校

及び中学校を含む。）に開設するものに限る。）の設置及び運営に関

すること。 

 

 (7) 避難者の生活相談及び名簿の作成に関すること。  

 (8) 被災者児童及び生徒の通学支援に関すること。  

 (9) 他課に対する応援に関すること。  

 学校教育課 (1) 応急の教育に関すること。  

 (2) 幼児、児童及び生徒の保健に関すること。  

 (3) 他課に対する応援に関すること。  

 生涯学習課 (1) 社会教育施設の被害の調査及び報告に関すること。  

 (2) 災害応急活動に協力する社会教育団体との連絡調整に関すること。  

 (3) 社会教育団体に対する連絡に関すること。  

 (4) 避難場所等（中央公民館、上田公民館、西部公民館、見前地区公民

館、都南公民館、見前南地区公民館、飯岡地区公民館、岩手大学附属

小学校、岩手大学附属中学校、河南公民館、岩手大学附属特別支援学

校、乙部地区公民館、好摩地区公民館、渋民公民館、玉山地区公民館

及び薮川地区公民館に開設するものに限る。）の設置及び運営に関す

ること。 

 

 (5) 避難者の生活相談及び名簿の作成に関すること。  

 (6) ボランティアの受入場所（中央公民館及び河南公民館に開設するも

のに限る。）の設置及び運営に関すること。 

 

 (7) 応急危険度判定士の受入場所（河南公民館に開設するものに限

る。）の設置及び運営に関すること。 

 

 (8) 飛行場外離着陸場（渋民文化会館駐車場に開設するものに限る。）

の設置及び運営に関すること。 
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 (9) 支援物資の集積場所（渋民公民館に開設するものに限る。）の設置

及び運営に関すること。 

 

 歴史文化課 (1) 文化財施設及び文化財の被害の調査及び報告に関すること。  

 (2) 避難場所等（杜陵高等学校、盛岡第三高等学校及び杜陵学園に開設

するものに限る。）の設置及び運営に関すること。 

 

 (3) 避難者の生活相談及び名簿の作成に関すること。  

 (4) 他課に対する応援に関すること。  

(18)応援部 

 課 分掌事務  

 議事総務課 (1) 避難場所等（盛岡第一高等学校に開設するものに限る。）の設置及

び運営に関すること。 

 

 (2) 応援部隊の集結場所（岩手高等学校及び盛岡第一高等学校に開設す

るものに限る。）の設置及び連絡調整に関すること。 

 

 (3) 議会及び議員の連絡調整に関すること。  

 (4) 他課に対する応援に関すること。  

 選挙管理委員課 (1) 応援部隊の集結場所（盛岡第二高等学校に開設するものに限る。）

の設置及び連絡調整に関すること。 

 

 (2) 他課に対する応援に関すること。  

 監査課 (1) 応援部隊の集結場所（盛岡大学附属高等学校に開設するものに限

る。）の設置及び連絡調整に関すること。 

 

 (2) 職員課との連絡調整に関すること。  

 (3) 部内各課の連絡調整に関すること。  
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３－１ 活動体制計画 

３－１－４ 盛岡市災害対策本部活動要領 

 

 昭 和 4 1年 ８ 月 2 6日 

 災害対策本部訓令第２号 

 
改正 昭和52年３月16日 災害対策本部訓令第２号  

平成８年３月29日 災害対策本部訓令第２号  

平成９年６月30日 災害対策本部訓令第２号  

平成14年３月29日 災害対策本部訓令第２号  

平成15年３月26日 災害対策本部訓令第２号  

平成18年３月31日 災害対策本部訓令第３号  

平成21年３月30日 災害対策本部訓令第２号  

平成24年４月１日 災害対策本部訓令第２号  

平成26年３月31日 災害対策本部訓令第２号  

令和３年４月１日 災害対策本部訓令第２号  

令和３年10月11日 災害対策本部訓令第３号  

令和７年４月１日 災害対策本部訓令第１号  

令和７年６月20日 災害対策本部訓令第２号  

 

 （目的） 

第１条 この要領は、盛岡市災害対策本部規程（昭和52年災害対策本部訓令第１号）第12条及び第

15条の規定に基づき、盛岡市災害対策本部（以下「本部」という。）の配備体制及び活動に関し

必要な事項を定め、災害対策の円滑かつ適切な実施を図ることを目的とする。 

 （本部設置の通知） 

第２条 総務部長は、本部が設置されたときは、直ちにその旨を災害対策本部員（以下「本部員」

という。）に通知しなければならない。 

 （配備体制） 

第３条 災害対策本部長（以下「本部長」という。）は、災害が発生したとき又は発生するおそれ

があると認めたときは、別表第１に定める基準により、当該各号に定める配備体制を指令する。 

２ 配備体制が職員退庁後に指令された場合は、各部長は、必要な職員を非常招集し、災害応急対

策業務に従事させるものとする。 

３ 本部長は、事態の推移に応じ、指令した配備体制を切り替え、又は解除する。 

 （初動配備体制下の活動） 

第４条 初動配備体制においては、情報の収集、伝達及び広報活動を行うほか、必要に応じ応急措

置を講ずるものとして、その活動の要領は、おおむね次のとおりとする。 

(1) 別表第２に定める担当部の部長（以下「担当部長」という。）は、直ちに担当部長があらか

じめ指名する職員を動員し、必要な災害応急対策に従事させる。ただし、本部長から指示があ

った場合は、速やかに担当課の職員を動員し、必要な災害応急対策に従事させるものとする。

なお、担当部長は、災害応急対策に従事する職員を指名したときは総務部長に報告するものと

し、変更があった場合も同様とする。 

(2) 担当部長は、所掌事務に係る情報を収集したときは、その内容を総務部長に報告する。この

場合において、応急措置を必要とするものについては、その旨及びその内容を併せて報告し、

速やかにその措置を講ずる。 

(3) 総務部長は、担当部長からの報告並びに盛岡地方気象台及びその他の機関から収集した情報

を分析して本部長に報告するとともに、必要なものについては、関係部長に通知する。 

 （警戒配備体制下の活動） 

第５条 警戒配備体制においては、情報の収集、伝達及び広報活動を行うほか、必要に応じ応急措

置を講ずるものとして、その活動は、おおむね次のとおりとする。 

(1) 各部長は、直ちに主査以上の職員及び部長があらかじめ指名する職員を動員し、必要な災害

応急対策に従事させるとともに、情勢により必要なその他の部内職員を待機させる。 
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(2) 各部長は、所掌事務に係る情報を収集したときは、その内容を総務部長に報告する。この場

合において、応急措置を必要とするものについては、その旨及びその内容を併せて報告し、速

やかにその措置を講ずる。 

(3) 総務部長は、各部長の報告並びに盛岡地方気象台及びその他の機関から収集した情報を分析

して本部長に報告し、必要なものについては、関係部長に通知する。 

(4) 副本部長は、必要に応じ関係部長を招集し、情勢に対応する措置を検討する。 

(5) 各部長は、予想される災害に対応し必要と認められる物資、機械、器材等を点検整備し、直

ちに被災地区に配備し得るよう措置する。 

（非常配備体制下の活動） 

第６条 非常配備体制においては、本部のすべての組織、機能を挙げて災害応急対策を講ずるもの

とする。 

 （標識） 

第７条 本部の職員が災害応急対策業務に従事するとき及び災害応急対策業務に自動車を使用する

ときは、法令等において別段の定めがある場合のほか、腕章を付けるとともに、標識を当該自動

車に掲げるものとする。 

   附 則 

 この要領は、昭和41年８月26日から施行する。 

   附 則（昭和52年災本訓令第２号） 

  この訓令は、昭和52年３月16日から施行する。 

   附 則（平成８年災本訓令第２号） 

 この訓令は、平成８年４月１日から施行する。 

   附 則（平成９年災本訓令第２号） 

 この訓令は、平成９年６月30日から施行する。 

   附 則（平成14年災本訓令第２号） 

 この訓令は、平成14年４月１日から施行する。 

   附 則（平成15年災本訓令第２号） 

 この訓令は、平成15年４月１日から施行する。 

附 則（平成18年災本訓令第３号） 

 この訓令は、平成18年４月１日から施行する。 

   附 則（平成21年災本訓令第２号） 

 この訓令は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年災本訓令第２号） 

 この訓令は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年災本訓令第２号） 

 この訓令は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年災本訓令第３号） 

 この訓令は、令和３年10月11日から施行する。 

附 則（令和７年災本訓令第１号） 

この訓令は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年災本訓令第２号） 

この訓令は、令和７年６月20日から施行する。 

 

別表（第３条関係）                       

配備区分 配備基準 

初動配備 (1)   次の警報等が発表され、かつ、相当規模の災害が発生し、又は発生のおそ

れがある場合において、本部長が初動配備体制により災害応急対策を講じる

必要があると認めたとき。 

ア 気象業務法（昭和27年法律第165号）第13条第１項及び第２項の規定による

気象、地象又は水象についての警報（以下「気象警報」という。）（火山現象

に係るものを除く。） 

イ 顕著な大雨に関する気象情報（線状降水帯発生情報） 
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ウ 「線状降水帯による大雨の半日程度前からの呼びかけ」があり、かつ、土

砂災害警戒情報が発表された場合 

エ 水防法（昭和24年法律第193号）第10条第２項の規定による北上川上流（雫

石川及び中津川を含む。）洪水予報又は雫石川洪水予報のうちの氾濫警戒情報

（以下「氾濫警戒情報」という。） 

オ 水防法第16条第１項及び第２項の規定による北上川水防警報（出動）、雫石

川水防警報（出動）、中津川水防警報（出動）、簗川水防警報（出動）、松川水

防警報（出動）、諸葛川水防警報（出動）又は米内川水防警報（出動）（以下

「水防警報（出動）」という。） 

(2)  その他本部長が特に必要と認めたとき。 

警戒配備 (1) 次の警報等が発表され、かつ、相当規模の災害が発生し、又は発生のおそれ

がある場合において、本部長が警戒配備体制により災害応急対策を講じる必要

があると認めたとき。 

ア 気象警報（火山現象に係るものを除く。） 

イ 氾濫警戒情報 

ウ 水防警報（出動） 

(2) 大規模な火災、爆発等による相当規模の災害が発生し、又は発生のおそれが

ある場合において、本部長が警戒配備体制により災害応急対策を講じる必要が

あると認めたとき。 

(3) 市内で震度５強を観測したとき。 

(4) 岩手山に噴火警報（居住地域）のうち噴火警戒レベル４が発表されたとき。 

(5) その他本部長が特に必要と認めたとき。 

非常配備 (1) 次の警報等が発表され、かつ、相当規模の災害が発生し、又は発生のおそれ

がある場合において、部長が非常配備体制により災害応急対策を講じる必要が

あると認めたとき。 

ア 気象警報（火山現象に係るものを除く。） 

イ 気象業務法第13条の２第１項の規定による気象又は地象についての警報

（火山現象に係るものを除く。） 

ウ 氾濫警戒情報 

エ 水防警報（出動） 

(2) 大規模な火災、爆発等による相当規模の災害が発生し、又は発生のおそれが

ある場合において、本部長が非常配備体制により災害応急対策を講じる必要が

あると認めたとき。 

(3) 市内で震度６弱以上を観測したとき。 

(4) 岩手山に噴火警報（居住地域）のうち噴火警報レベル５が発表されたとき。 

(5) その他本部長が特に必要と認めたとき。 

 

別表第２（第４条関係） 

 担当部 担当課  

 総務部 管財課  

 農林部 農政課 

林政課 

 

  

 建設部 

 

道路管理課  

 道路建設課  

 河川課  

 都市整備部 公園みどり課  

 玉山総合事務所部 総務課  
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  建設課  

 産業振興課  

 上下水道部 下水道施設管理課  
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３－１ 活動体制計画 

３－１－５ 火山災害時の現地災害対策本部設置予定場所 

 

火山災害時の現地災害対策本部設置予定場所 
 

名 称 所 在 地 電話番号 

巻堀中学校 盛岡市好摩字夏間木70-1 682-0022 

盛岡種雄牛センター 盛岡市下田字柴沢301-５ 683-2450 

 



407 

 

３－１ 活動体制計画 

３－１－６ 災害時の情報交換に関する協定（リエゾン協定） 

 



408 

 



409 

 

３－１ 活動体制計画 

３－１－７ 通報順位表 

 

通 報 順 位 表 
 
 

   部 
    受 命 責 任 者                                                  

 

  第 １ 順 位                             第 ２ 順 位                           

総 務 部 
総 務 課 長 課 長 補 佐 

危 機 管 理 防 災 課 長 課 長 補 佐 

市長公室部 企 画 調 整 課 長 課 長 補 佐 

財 政 部 財 政 課 長 課 長 補 佐 

市 民 部             市民協働推進課長 課 長 補 佐 

交流推進部 文 化 国 際 課 長 課 長 補 佐 

環 境 部             環 境 企 画 課 長 課 長 補 佐 

保健福祉部             地 域 福 祉 課 長 課 長 補 佐 

子 ど も 未 来 部 子 ど も 青 少 年 課 長 課 長 補 佐 

商 工 労 働 部 経 済 企 画 課 長 課 長 補 佐 

農  林  部 農 政 課 長 課 長 補 佐 

建 設 部             道 路 管 理 課 長 課 長 補 佐 

都市整備部 都 市 計 画 課 長 課 長 補 佐 

玉山総合事務所部 総 務 課 長 課 長 補 佐 

出 納 部             会 計 課 長 課 長 補 佐 

医 療 部             総 務 課 長 課 長 補 佐  

上下水道部 総 務 課 長 課 長 補 佐 

教 育 部             総 務 課 長 課 長 補 佐 

応 援 部             監 査 課 長 課 長 補 佐 
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３－２ 気象予報・警報等の伝達計画 

３－２－１ 四十四田ダム及び御所ダム放流警報設備等による災害情報等の伝達に関する協定書 
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412 
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414 

 

 
 

 



415 

 

 



416 
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別紙－２ 
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３－２ 気象予報・警報等の伝達計画 

３－２－２ 綱取ダム放流警報設備による災害情報等の伝達に関する協定書 
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３－３ 通信情報計画 

３－３－１ 災害時優先電話一覧表 

 

災害時優先電話一覧表 
１ 盛岡市 

本庁舎 

所  在  地 登 録 電 話 番 号 備 考 

内丸12-２ 

 

 

 

＊
コメ

０
ゼロ

発信でこれらの回線

が選択される。 

019 - 651 - 4155 発信専用 

019 - 651 - 4156 発信専用 

019 - 651 - 4157 発信専用 

019 - 651 - 4158 発信専用 

019 - 651 - 4159 発信専用 

019 - 622 - 4927 秘書課 

019 - 622 - 5795 記者クラブ 

019 - 623 - 2697 議会事務局 

019 - 651 - 7779 教育研究所の回

線を本部用に切り

替えて使用する。 019 - 651 - 7830 

上下水道部 愛宕町６-８ 
019 - 623 - 1410 ＦＡＸ 

019 - 623 - 1416  

太田支所 中太田深持９ 019 - 659 - 0211  

飯岡出張所 下飯岡８地割100 019 - 638 - 0118  

乙部出張所 乙部６地割79-１ 019 - 696 - 2001  

玉山総合事

務所 
渋民字泉田360 019 - 683 - 2116  

盛岡市消防

団 

本 部 019 - 622 - 8194  

第７分団 019 - 622 - 3239  
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２ 防災関係機関 

番号 防 災 関 係 機 関 名 所  在  地 登録電話番号 備 考 

 １ 岩 手 県  内丸10-１  019-651-3111(代)  

 ２ 盛 岡 地 方 気 象 台  山王町７-60  019-622-7870  

 ３ 東 北 農 政 局 岩 手 県 拠 点 盛岡駅前北通１-10 

（橋市ビル盛岡５階） 

 019-624-1127  

 ４ 岩 手 河 川 国 道 事 務 所  上田四丁目２-２  019-624-3136  

 ５ 盛 岡 財 務 事 務 所  内丸７-25  019-624-3864  

 ６ 陸上自衛隊岩手駐屯部隊  滝沢市後268-433  019-688-4313  

 ７ 東日本旅客鉄道株式会社 

盛 岡 支 社 

 盛岡駅前通１-41  019-651-7931  

 ８ Ｎ Ｔ Ｔ 東 日 本 株 式 会 社 

岩 手 支 店 

 中央通一丁目２-２  019-625-4960  

 ９ 日本放送協会盛岡放送局  上田四丁目１-３  019-622-1001  

 10 東 北 電 力 ネ ッ ト ワ ー ク 

株 式 会 社 

盛 岡 電 力 セ ン タ ー 

 紺屋町１-25  019-622-5801  

 11 株 式 会 社 岩 手 日 報 社  内丸３-７  019-653-5302  

 12 株 式 会 社 Ｉ Ｂ Ｃ 岩 手 放 送  志家町６-１  019-624-5889  

 13 株 式 会 社 テ レ ビ 岩 手  内丸２-10  019-623-3530  

 14 株式会社岩手めんこいテレビ  本宮五丁目２-25  019-625-5511  

 15 株式会社岩手朝日テレビ  盛岡駅西通二丁目６-５  019-659-2491  

 16 株 式 会 社 エ フ エ ム 岩 手  内丸２-10  019-624-8818  

 17 岩 手 県 交 通 株 式 会 社 

盛 岡 統 括 事 務 所 

 盛岡駅前通３-55  019-653-6415  

 18 盛 岡 ガ ス 株 式 会 社  上田二丁目19-56  019-653-1246  

19 岩手県高圧ガス保安協会 本町通一丁目17-13 019-623-6471  
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３－３ 通信情報計画 

３－３－２ 専用通信施設の設置機関一覧表 

 

専用通信施設の設置機関一覧表 

 

設   備   名 設    置    者 

市 防 災 行 政 無 線 設 備  盛岡市 

消 防 無 線 設 備  盛岡市、盛岡地区広域消防組合消防本部 

岩 手 県 防 災 行 政 無 線 設 備  岩手県 

警 察 電 話 ( 有 線 ・ 無 線 ) 設 備  岩手県警察本部 

林 野 庁 無 線 設 備  盛岡森林管理署 

気 象 通 信 設 備 

 

 盛岡地方気象台 

国 土 交 通 省 無 線 設 備 

 

 岩手河川国道事務所 

日 本 電 信 電 話 無 線 設 備  東日本電信電話株式会社岩手支店 

東日本旅客鉄道（有線・無線）設備  東日本旅客鉄道株式会社盛岡支社 

東 北 電 力 ( 有 線 ・ 無 線 ) 設 備  東北電力株式会社盛岡営業所 
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３－３ 通信情報計画 

３－３－３ 非常通信運用細則 
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432 

 

 



433 
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構 成 員 名  構 成 員 名 

  岩手県   岩手県市長会 

  東北電力株式会社岩手支店   岩手県町村会 

  株式会社アイビーシー岩手放送   株式会社エフエム岩手 

  岩手県警察本部   三陸鉄道株式会社 

東北地方整備局岩手河川国道事務所   岩手県北自動車株式会社 

日本放送協会盛岡放送局   岩手開発鉄道株式会社 

中小企業金融公庫盛岡支店   岩手県タクシー協会 

  日本アマチュア無線連盟岩手県支部   盛岡ガス株式会社 

  株式会社テレビ岩手    株式会社岩手めんこいテレビ 

     株式会社岩手朝日テレビ 
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３－３ 通信情報計画 

３－３－４ アマチュア無線団体一覧表 

 

アマチュア無線団体一覧表 
 

団 体 名 代 表 局 住     所 電 話 番 号 

ＪＲ東日本盛岡支社 

ア マ チ ュ ア 無 線 部 
ＪＥ７ＹＧＳ 盛岡駅前通１-41 019ｰ622ｰ1324 

メデカルネット盛岡 ＪＥ７ＹＩＩ 愛宕町18-６ 019ｰ625ｰ5311 

一般社団法人日本アマ

チュア無線連盟岩手県

支部 

ＪＡ７ＵＥＳ 
上田四丁目14-８ 019ｰ651ｰ4630 
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３－３ 通信情報計画 

３－３－５ 災害に関する放送要請協定一覧表 

 

災害に関する放送要請協定一覧表 

 

放 送 機 関 名 担当部局 所  在  地 電話番号 ＦＡＸ 

日本放送協会盛岡放送局 放 送 部 上田四丁目１-３ 626ｰ8826 624-2262 

株式会社 Ｉ Ｂ Ｃ 岩手放送 報 道 部 志家町６-１ 623ｰ3141 623-1164 

株 式 会 社 テ レ ビ 岩 手 報 道 部 内丸２-10 
昼624-9012 

夜624-1166 

654-5056 

株式会社岩手めんこいテレビ 報道制作部 本宮五丁目２-25 
昼656-3303 

夜656-3300 

656-3030 

株式会社岩手朝日テレビ 報道制作局 盛岡駅西通二丁目６-５ 
昼629ｰ2901 

夜624-8818 

624-8821 

株式会社エフエム岩手 放 送 部 内丸２-10 625ｰ5514 625-5519 

株式会社ラヂオもりおか 放 送 部 中ノ橋通一丁目１-21 
昼621ｰ7111 

夜621ｰ7110 

621-7112 

岩手ケーブルテレビジョン株式会社 業 務 部 愛宕町11-22 654-7711 654-7733 
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３－３ 通信情報計画 

３－３－６ ＮＨＫ・災害時における放送要請手続に関する協定書 

 

 

ＮＨＫ・災害時における放送要請手続に関する協定書 

 

 盛岡市と日本放送協会（以下｢ＮＨＫ｣という｡）とは、災害対策基本法（昭和36年法律第 

223号）第57条の規定により、盛岡市長が災害に関する予報もしくは警報の伝達または予想さ

れる災害の事態およびこれに対してとるべき措置についての通知もしくは警告についての放送

をＮＨＫ盛岡放送局に対して要請する場合の手続き等について、次のとおり協定する。 

第１条 盛岡市長が放送要請を行なう場合は、次に掲げる事項を文書または口頭により明らか

にして要請するものとし、その連絡は、第３条に規定する連絡責任者を通じて行なうものと

する。 

 (1) 放送要請の理由 

 (2) 伝達、通知または警告の内容 

 (3) 希望する放送の日時および区域 

 (4) その他必要な事項 

第２条 ＮＨＫ盛岡放送局は、第１条の要請を受けたときは、すみやかにその放送の形式、時

刻、送信等所要の事項を決定し、放送するものとする。 

第３条 この協定による放送要請およびこれに基づく放送を円滑、かつ、確実に行なうために、

次の職にある者を連絡責任者として定めるものとする。 

 (1) 盛岡市消防長 

 (2) ＮＨＫ盛岡放送局放送部長 

 

  昭和39年12月15日 

盛 岡 市 

盛 岡 市 長 

 

 

日本放送協会 

盛岡放送局長 
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３－３ 通信情報計画 

３－３－７ ＩＢＣ・災害時における放送要請手続きに関する協定書 

 

 

ＩＢＣ・災害時における放送要請手続きに関する協定書 

 

 盛岡市と岩手放送株式会社（以下｢ＩＢＣ｣という｡）とは、災害対策基本法（昭和36年法律

第 223号）第57条の規定により、盛岡市長が災害に関する予報もしくは警報伝達または予想さ

れる災害の事態およびこれに対してとるべき措置についての通知もしくは警告についての放送

をＩＢＣ放送局に対して要請する場合の手続き等について、次のとおり協定する。 

第１条 盛岡市長が放送要請を行なう場合は、次に掲げる事項を文書または口頭により明らか

にして要請するものとし、その連絡は、第３条に規定する連絡責任者を通じて行なうものと

する。 

(1) 放送要請の理由 

(2) 伝達、通知または警告の内容 

(3) 希望する放送の日時および区域 

(4) その他必要な事項 

第２条 ＩＢＣ放送局は、第１条の要請を受けたときは、すみやかにその放送の形式、時刻、

送信等所要の事項を決定し、放送するものとする。 

第３条 この協定による放送要請およびこれに基づく放送を円滑、かつ、確実に行なうために、

次の職にある者を連絡責任者として定めるものとする。 

(1) 盛岡市消防長 

(2) ＩＢＣ報道部長 

 

  昭和40年４月１日 

                          盛岡市 

                            盛 岡 市 長             

 

 

                          岩手放送株式会社 

                            社 長 
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３－３ 通信情報計画 

３－３－８ 災害時における放送要請手続に関する協定書（ＴＶＩ） 

 

 

災害時における放送要請手続に関する協定書 

 

 盛岡市と株式会社テレビ岩手（以下｢ＴＶＩ｣という。）とは、災害対策基本法（昭和36年法

律第 223号）第57条の規定により、盛岡市長が災害に関する予報若しくは警報の伝達又は予想

される災害の事態及びこれに対してとるべき措置についての通知若しくは警告についての放送

をＴＶＩに対して要請する場合の手続き等について、次のとおり協定する。 

第１条 盛岡市長が放送要請を行う場合は、次に掲げる事項を文書又は口頭により明らかにし

て要請するものとし、その連絡は、第３条に規定する連絡責任者を通じて行うものとする。 

(1) 放送要請の理由 

(2) 伝達、通知又は警告の内容 

(3) 希望する放送の日時および区域 

(4) その他必要な事項 

第２条 ＴＶＩは、第１条の要請を受けたときは、すみやかにその放送の形式、時刻、送信等

所要の事項を決定し、放送するものとする。 

第３条 この協定による放送要請及びこれに基づく放送を円滑、かつ、確実に行うために、次

の職にある者を連絡責任者として定めるものとする。 

(1) 盛岡市消防防災部長 

(2) 株式会社テレビ岩手報道制作局長 

 

  昭和51年９月30日 

                           盛岡市 

                            盛岡市長 工 藤   巌 印 

 

 

                           株式会社テレビ岩手 

                            社 長  吉 田 儀 典 印 
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３－３ 通信情報計画 

３－３－９  災害時における放送要請手続きに関する協定書（ＭＩＴ） 

 

災害時における放送要請手続きに関する協定書 

 

 盛岡市と株式会社岩手めんこいテレビ（以下｢ＭＩＴ｣という｡）とは、災害対策基本法（昭

和36年法律第 223号）第57条の規定により、盛岡市長が災害に関する予報若しくは警報の伝達

又は予想される災害の事態及びこれに対してとるべき措置についての通知若しくは警告につい

ての放送をＭＩＴに対して要請する場合の手続き等について、次のとおり協定する。 

第１条 盛岡市長が放送要請を行う場合は、次に掲げる事項を文書又は口頭により明らかにし

て要請するものとし、その連絡は、第３条に規定する連絡責任者を通じて行うものとする。 

 (1) 放送要請の理由 

 (2) 伝達、通知又は警告の内容 

 (3) 希望する放送の日時および区域 

 (4) その他必要な事項 

第２条 ＭＩＴは、第１条の要請を受けたときは、すみやかにその放送の形式、時刻、送信等

所要の事項を決定し、放送するものとする。 

第３条 この協定による放送要請及びこれに基づく放送を円滑、かつ、確実に行うために、次

の職にある者を連絡責任者として定めるものとする。 

 (1) 盛岡市消防防災部長 

 (2) 株式会社岩手めんこいテレビ業務局長 

 

  平成３年６月１日 

                           盛岡市 

                            盛岡市長 太 田 大 三 印 

 

 

                           株式会社岩手めんこいテレビ 

                            社 長  赤 坂 俊 夫 印 
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３－３ 通信情報計画 

３－３－10  災害時における放送要請手続きに関する協定書（ＩＡＴ） 

 

 

災害時における放送要請手続きに関する協定書 

 

 盛岡市と株式会社岩手朝日テレビ（以下｢ＩＡＴ｣という。）とは、災害対策基本法（昭和36

年法律第 223号）第57条の規定により、盛岡市長が災害に関する予報若しくは警報の伝達又は

予想される災害の事態及びこれに対してとるべき措置についての通知若しくは警告についての

放送をＩＡＴに対して要請する場合の手続き等について、次のとおり協定する。 

第１条 盛岡市長が放送要請を行う場合は、次に掲げる事項を文書又は口頭により明らかにし

て要請するものとし、その連絡は、第３条に規定する連絡責任者を通じて行うものとする。 

 (1) 放送要請の理由 

 (2) 伝達、通知又は警告の内容 

 (3) 希望する放送の日時 

 (4) その他必要な事項 

第２条 ＩＡＴは、前条の要請を受けたときは、速やかにその放送の形式、日時、送信等所要

の事項を決定し、放送するものとする。 

第３条 この協定による放送要請及びこれに基づく放送を円滑、かつ、確実に行うために、次

の職にある者を連絡責任者として定めるものとする。 

 (1) 盛岡市消防防災部長 

 (2) 株式会社岩手朝日テレビ 報道制作局長 

 

  平成８年10月１日 

                       盛岡市 

                        代表者 盛岡市長 桑 島   博 印 

 

 

                       株式会社岩手朝日テレビ 

                        社 長      望 月   茂 印 
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３－３ 通信情報計画 

３－３－11 災害時における放送要請手続に関する協定書(ＦＭＩ) 

 

 

災害時における放送要請手続に関する協定書 

 

 盛岡市と株式会社エフエム岩手（以下「エフエム岩手」という。）とは、災害対策基本法

（昭和36年法律第 226号）第57条の規定により、盛岡市長が災害に関する予報若しくは警報の

伝達又は予想される災害の実態及びこれに対してとるべき措置についての通知又は警告につい

ての放送をエフエム岩手に対して要請する場合の手続等について、次のとおり協定する。 

第１条 盛岡市が放送要請を行う場合は、次に掲げる事項を文書又は口頭により明らかにして

要請するものとし、その連絡は、第３条の連絡責任者を通じて行うものとする。 

 (1) 放送要請の理由 

 (2) 伝達、通知又は警告の内容 

 (3) 希望する放送の日時 

 (4) その他必要な事項 

第２条 エフエム岩手は、前条の要請を受けたときは、速やかにその放送の形式、日時、送信

等所要の事項を決定し、放送するものとする。 

第３条 この協定により放送要請及びこれに基づく放送を円滑、かつ、確実に行うために、次

の職にある者を連絡責任者として定めるものとする。 

 (1) 盛岡市総務部長 

 (2) 株式会社エフエム岩手放送部長 

 

  平成11年１月11日 

 

 

                    盛岡市 

                     代表者 盛岡市長 桑 島   博 

 

                    株式会社エフエム岩手 

                     代表取締役社長  東 島 末 起 
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３－３ 通信情報計画 

３－３－12 災害時における放送要請手続に関する協定書(ＭＦＭ) 

 

災害時における放送要請手続に関する協定書 

 

 盛岡市と盛岡エフエム放送株式会社（以下「ラヂオもりおか」という。）とは、災害策対策基本

法（昭和36年法律第 223号）第57条の規定により、盛岡市長が災害に関する予報若しくは警報の伝

達又は予想される災害の実態及びこれに対してとるべき措置についての通知又は警告についての放

送をラヂオもりおかに対して要請する場合の手続等について、次のとおり協定する。 

第１条 盛岡市が放送要請を行う場合は、次に掲げる事項を文書又は口頭により明らかにして要請

するものとし、その連絡は、第３条の連絡責任者を通じて行うものとする。 

 (1) 放送要請の理由 

 (2) 伝達、通知又は警告の内容 

 (3) 希望する放送の日時 

 (4) その他必要な事項 

第２条 ラヂオもりおかは、前条の要請を受けたときは、速やかにその放送の形式、日時、送信等

所要の事項を決定し、放送するものとする。 

第３条 この協定による放送要請及びこれに基づく放送を円滑、かつ、確実に行うために、次

の職にある者を連絡責任者として定めるものとする。 

 (1) 盛岡市総務部長 

 (2) 盛岡エフエム放送株式会社放送部長 

 

  平成11年１月11日 

 

                    盛岡市 

                     代表者 盛岡市長 桑 島   博 

 

                    盛岡エフエム放送株式会社 

                     代表取締役社長                  大 橋 義 光 
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３－３ 通信情報計画 

３－３－13 災害時における放送要請手続に関する協定書(ＩＣＴ) 

 

災害時における放送要請手続に関する協定書 

 

 盛岡市と岩手ケーブルテレビジョン株式会社（以下「ＩＣＴ」という。）とは、災害策対策基本

法（昭和36年法律第 223号）第57条の規定により、盛岡市長が災害に関する予報若しくは警報の伝

達又は予想される災害の実態及びこれに対してとるべき措置についての通知又は警告についての放

送をＩＣＴに対して要請する場合の手続等について、次のとおり協定する。 

第１条 盛岡市が放送要請を行う場合は、次に掲げる事項を文書又は口頭により明らかにして要請

するものとし、その連絡は、第３条の連絡責任者を通じて行うものとする。 

 (1) 放送要請の理由 

 (2) 伝達、通知又は警告の内容 

 (3) 希望する放送の日時 

 (4) その他必要な事項 

第２条 ＩＣＴは、前条の要請を受けたときは、速やかにその放送の形式、日時、送信等所要の事

項を決定し、放送するものとする。 

第３条 この協定による放送要請及びこれに基づく放送を円滑、かつ、確実に行うために、次

の職にある者を連絡責任者として定めるものとする。 

 (1) 盛岡市企画部長 

 (2)  岩手ケーブルテレビジョン株式会社業務本部長 

 

  平成16年３月15日 

 

                    盛岡市 

                     代表者 盛岡市長 谷 藤 裕 明 

 

                    岩手ケーブルテレビジョン株式会社 

                     代表取締役    和 山 修 一 
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３－３ 通信情報計画 

３－３－14 盛岡市通信施設応急復旧業者一覧表 

 

盛岡市通信施設応急復旧業者一覧表 

 

 １ 有線電話回線 
 

業  者  名 住     所 電話番号 

ＮＴＴ東日本株式会社岩手支店 中央通一丁目２-２ 019ｰ625ｰ4411 

 

２ 無線電話装置 

 

業  者  名 住     所 電話番号 

扶桑電通株式会社盛岡営業所 中央通三丁目２-17 019ｰ654ｰ2181 
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３－４ 情報の収集・伝達計画 

３－４－１ 災害の被害認定基準・災害報告取扱要領 

 

災害の被害認定基準について（抜粋） 

平成13年６月28日付け府政防第 518号内閣府政策統括官（防災担当）通知 

最終改定 令和３年６月24日付け府政防第 670号内閣府政策統括官（防災担当）通知 

 

別紙 

被害種類 認 定 基 準 

死 者 当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの、または死体を確認す

ることができないが死亡したことが確実なものとする。 

行方不明者 当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いのあるものとす

る。 

重傷者 

軽傷者 

災害のため負傷し、医師の治療を受けまたは受ける必要のあるものの

うち、「重傷者」とは１月以上の治療を要する見込みの者とし、「軽傷

者」とは、１月未満で治療できる見込みの者とする。 

住家全壊 

（全焼・全流

失） 

住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家

全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、または住家の損壊が甚だし

く、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、

住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積

の70％以上に達した程度のもの、または住家の主要な構成要素の経済的

被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50％以

上に達した程度のものとする。 

住家半壊 

（半焼） 

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわ

ち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度の

もので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20％以上70％未

満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占め

る損害割合で表し、その住家の損害割合が20％以上50％未満のものとす

る。 

 大規模半壊 居住する住家が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な

補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。具体的に

は、損壊部分がその住家の延床面積の50％以上70％未満のもの、または

住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表

し、その住家の損害割合が40％以上50％未満のものとする。 

 中規模半壊 居住する住家が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面

する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に

居住することが困難なもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面

積の30％以上50％未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被

害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が30％以上

40％未満のものとする。 

 半 壊 住家半壊（半焼）のうち、大規模半壊、中規模半壊を除くもの。具体

的には、損壊部分がその住家の延床面積の20％以上30％未満のもの、ま

たは住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で

表し、その住家の損害割合が20％以上30％未満のものとする。 

 準半壊 住家が半壊又は半焼に準ずる程度の損傷を受けたもので、具体的に

は、損壊部分がその住家の延床面積の10％以上20％未満のもの、または

住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表

し、その住家の損害割合が10％以上20％未満のものとする。 

住 家 現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家である

かどうかを問わない。 
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非住家 住家以外の建築物をいうものとする。 

なお、官公署、学校、病院、公民館、神社、仏閣等は非住家とする。

ただし、これらの施設に、常時、人が居住している場合には、当該部分

は住家とする。 

（注） 

（１）住家被害戸数については「独立して家庭生活を営むことができるように建築された建物

または完全に区画された建物の一部」を戸の単位として算定するものとする。 

（２）損壊とは、住家が被災により損傷、劣化、傾斜等何らかの変化を生じることにより、補

修しなければ元の機能を復元し得ない状況に至ったものをいう。 

（３）主要な構成要素とは、住家の構成要素のうち造作等を除いたものであって、住家の一部

として固定された設備を含む。 
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災害報告取扱要領（抜粋） 

昭和45年４月10日消防防第 246号消防庁長官 

最終改正 平成31年４月25日消防応第 28号消防庁長官 

 

第２ 記入要領 

第１号様式、第２号様式及び第３号様式の記入要領は、次に定めるところによるものとす

る。 

 

１ 人的被害 

(1) 「死者」とは、当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの又は死体は確認できない

が、死亡したことが確実な者とする。また、「災害関連死者」とは、当該災害による負傷

の悪化又は避難生活等における身体的負担による疾病により死亡し、災害弔慰金の支給等

に関する法律（昭和48年法律第82号）に基づき災害が原因で死亡したものと認められたも

の（実際には災害弔慰金が支給されていないものも含めるが、当該災害が原因で所在が不

明なものは除く。）とする。 

(2) 「行方不明者」とは、当該災害が原因で所在不明となり、かつ、死亡の疑いのある者と

する。 

(3) 「重傷者」とは、当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者

のうち１月以上の治療を要する見込みのものとする。 

(4) 「軽傷者」とは、当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者

のうち１月未満で治療できる見込みのものとする。 

 

２ 住家被害 

(1) 「住家」とは、現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるか

どうかを問わない。 

(2) 「全壊」とは、住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全

部が倒壊、流失、埋没したもの、又は住家の損壊（ここでいう「損壊」とは、住家が被災

により損傷、劣化、傾斜等何らかの変化を生じることにより、補修しなければ元の機能を

復元し得ない状況に至ったものをいう。以下同じ。）が甚だしく、補修により元通りに再

使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊若しくは流出した部分の床面積が

その住家の延べ床面積の70％以上に達した程度のもの又は住家の主要な構成要素（ここで

いう「主要な構成要素」とは、住家の構成要素のうち造作等を除いたものであって、住家

の一部として固定された設備を含む。以下同じ。）の経済的被害を住家全体に占める損害

割合で表し、その住家の損害割合が50％以上に達した程度のものとする。 

(3) 「半壊」とは、住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、

住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、

損壊部分がその住家の延べ床面積の20％以上70％未満のもの、又は住家の主要な構成要素

の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20％以上50％未

満のものとする。 

(4) 「一部破損」とは、全壊及び半壊にいたらない程度の住家の破損で、補修を必要とする

程度のものとする。ただし、ガラスが数枚破損した程度のごく小さなものは除く。 

(5) 「床上浸水」とは、住家の床より上に浸水したもの及び全壊・半壊には該当しないが、

土砂竹木のたい積により一時的に居住することができないものとする。 

(6) 「床下浸水」とは、床上浸水にいたらない程度に浸水したものとする。 

 

３ 非住家被害 

(1) 「非住家」とは、住家以外の建物でこの報告中他の被害個所項目に属さないものとす

る。これらの施設に人が居住しているときは、当該部分は住家とする。 

(2) 「公共建物」とは、例えば役場庁舎、公民館、公立保育所等の公用又は公共の用に供す

る建物とする。 
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(3) 「その他」とは、公共建物以外の倉庫、土蔵、車庫等の建物とする。 

(4) 非住家被害は、全壊又は半壊の被害を受けたもののみを記入するものとする。 

 

４ その他 

(1) 「田の流失、埋没」とは、田の耕土が流失し、又は砂利等のたい積のため、耕作が不能

になったものとする。 

(2) 「田の冠水」とは、稲の先端が見えなくなる程度に水につかったものとする。 

(3) 「畑の流失、埋没」及び「畑の冠水」については、田の例に準じて取り扱うものとす

る。 

(4) 「学校」とは、学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する学校をいい、具体

的には、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学

校、大学及び高等専門学校における教育の用に供する施設とする。 

(5) 「道路」とは、道路法（昭和27年法律第 180号）第２条第１項に規定する道路のうち、

橋りょうを除いたものとする。 

(6) 「橋りょう」とは、道路を連結するために河川、運河等の上に架設された橋とする。 

(7) 「河川」とは、河川法（昭和39年法律第 167号）が適用され、若しくは準用される河川

若しくはその他の河川又はこれらのものの維持管理上必要な堤防、護岸、水利、床止その

他の施設若しくは沿岸を保全するために防護することを必要とする河岸とする。 

(8) 「港湾」とは、港湾法（昭和25年法律第 218号）第２条第５項に規定する水域施設、外

かく施設、けい留施設、又は港湾の利用及び管理上重要な臨港交通施設とする。 

(9) 「砂防」とは、砂防法（明治30年法律第29号）第１条に規定する砂防施設、同法第３条

の規定によって同法が準用される砂防のための施設又は同法第３条の２の規定によって同

法が準用される天然の河岸とする。 

(10) 「清掃施設」とは、ごみ処理及びし尿処理施設とする。 

(11) 「鉄道不通」とは、汽車、電車等の運行が不能となった程度の被害とする。 

(12) 「被害船舶」とは、ろかいのみをもって運転する舟以外の舟で、船体が没し、航行不

能になったもの及び流失し、所在が不明になったもの、並びに修理しなければ航行できな

い程度の被害を受けたものとする。 

(13) 「電話」とは、災害により通話不能となった電話の回線数とする。 

(14) 「電気」とは、災害により停電した戸数のうち最も多く停電した時点における戸数と

する。 

(15) 「水道」とは、上水道又は簡易水道で断水している戸数のうち最も多く断水した時点

における戸数とする。 

(16) 「ガス」とは、一般ガス事業又は簡易ガス事業で供給停止となっている戸数のうち最

も多く供給停止となった時点における戸数とする。 

(17) 「ブロック塀」とは、倒壊したブロック塀又は石塀の箇所数とする。 

(18) 「り災世帯」とは、災害により全壊、半壊及び床上浸水の被害を受け通常の生活を維

持できなくなった生計を一にしている世帯とする。 

例えば寄宿舎、下宿その他これに類する施設に宿泊するもので共同生活を営んでいるも

のについては、これを一世帯として扱い、また同一家屋の親子、夫婦であっても、生活が

別であれば分けて扱うものとする。 

(19) 「り災者」とは、り災世帯の構成員とする。 
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３－４ 情報の収集・伝達計画 

３－４－２ 災害情報事務処理要領実施細目 

 

災 害 情 報 事 務 処 理 要 領 実 施 細 目 

 

１ この要領は、市計画第３章第４節情報の収集・伝達計画（以下｢災害情報等の計画｣とい

う｡）の実施細目について定める。 

２ 災害情報等の計画第３、１災害情報の収集及び県又は国に対する報告は、市本部長が収集

し、県本部長等に報告する。災害情報の報告種別、区分及び市本部担当部課並びに県に対す

る報告先は、別表のとおりとする。 

３ 災害情報の事務処理に当たっては、次の各事項について留意する。 

(1) 市本部、各担当部課は被害情報（中間報告及び決定報告）の報告に当たっては、その被

害額について県盛岡地方支部各班と十分に調整を行うこと。 

(2) 次の被害報告をする場合は、被害の内訳を添付すること。 

   人的及び住家被害報告（県様式２）    別添様式１   人的被害内訳 

                       別添様式２   住家被害内訳 

   農作物等被害報告（県様式13）      別添様式３   農作物被害内訳 

   農地農業用施設被害報告（県様式15）   別添様式４   田畑被害内訳 

   林業関係被害報告（県様式16）      別添様式５   土木施設被害内訳 

 

なお、住民の避難状況及び消防機関の活動状況についても漏れなく報告すること。 

(3) 人的及び住家被害報告（県様式２）については、次によること。 

ア 人的被害及び住家の被害は、庁舎等被害報告(県様式３)から文化財被害報告(県様式

22)までの20様式に関係なく市区域内における全部の被害について報告すること。 

イ 非住家の被害は、倉庫、土蔵、車庫、納屋等について記載するものとし、県様式３、

４、５、６、７、８、９、12、13、19、21、22に記載することとなるものとは重複しな

いこと。 

(4) 県有財産被害報告（県様式３ほか）については、報告の必要はないこと。 

(5) 社会福祉施設、社会教育・体育施設被害報告（県様式４）について該当する項目を○で

囲むこと。 

なお、この報告は県様式２の非住家被害と重複しないこと。 

(6) 医療衛生施設被害報告（県様式５）中、国及び県の被害内容が記載できるように定めて

いる欄は記載の必要はないこと。 

(7) 消防施設被害報告（県様式６）のうち庁舎等に係る県様式２の非住家の被害と重複しな

いこと。 

(8) 観光施設被害報告（県様式７）のうち公共施設に係る被害で道路、橋梁の被害は県様式

17の土木施設被害と、上下水道被害は県様式５の医療衛生施設被害と、また、休憩舎等の

非住家被害は県様式２の非住家被害と重複しないこと。 

なお、宿泊施設については、県様式３の住家被害として記載したものであってもこの表

に再掲するものとし、再掲した場合はその数字を（ ）で囲むこと。 
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(9) 商工関係被害報告（県様式８）のうち商業関係の店舗併用住宅の被害については、県様

式２の住家被害として記載するものとし、この様式の建物被害には専用店舗の被害のみ記

載すること。 

なお、工業関係の建物被害を記載する場合も商業関係と同様工場併用住宅については、

県様式２の住家被害として記載し、この様式の建物被害には前記以外の工場被害を記載す

ること。 

(10) 高圧ガス、火薬類施設及び鉱山関係被害報告（県様式９）の非住家被害については、県

様式２の非住家被害と重複しないこと。 

(11) 建設省所管、土木施設被害報告（県様式17）運輸省所管、土木施設被害報告（県様式18）

については、国及び県の管理に係る被害については、報告の必要はないこと。 

(12) 都市施設被害報告（県様式19）については、県様式７の観光施設被害報告と重複しない

こと。 

(13) 児童生徒及び教員等被害報告（県様式20）については、国及び県の管理に係る被害につ

いては、報告の必要はないこと。 

(14) 学校被害報告（県様式21）については、国及び県の管理に係る被害については、報告の

必要はないこと。 

(15) 文化財被害報告（県様式22）については、県様式２の住家被害に記載したものであって

も再掲するものとし、再掲した場合は、その数字を（ ）で囲むこと。 

なお、非住家の被害については、県様式２の非住家被害と重複しないこと。 
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別表 報告担当機関等一覧表 

様式 

番号 
報告種別 報告区分 

市本部等の担当課 報告受領機関 

被害調査担当 報告担当課 地方支部等 本部各課 
取りまとめ

る課 

１ 被 害 発 生

等 報 告 
 

危 機 管 理 

防 災 課 

危 機 管 理 

防 災 課 

地 方 支 部 

( 総 務 班 ) 
 防 災 課 

1-1 避 難 指 示

等 の 実 施

状 況 報 告 

 
危 機 管 理 

防 災 課 

危 機 管 理 

防 災 課 

地 方 支 部 

( 総 務 班 ) 
 防 災 課 

２ 

2-1 

2-2 

人 的 及 び 

住 家 

被 害 報 告 

 

危機管理防災

課・健康保険

課・医療助成

年金課・地域

福祉課・子ど

も青少年課・

建築指導課・

障 が い 福 祉

課・長寿社会

課・介護保険

課 

危 機 管 理 

防 災 課 

地 方 支 部 

( 福 祉 環 境 班 ) 

復 興 く ら し 

再 建 課 
防 災 課 

３ 

庁 舎 等 

被 害 報 告 

県 有 財 産 
地 方 支 部 各 班 又 は 

県 立 各 施 設 等 
 

財 産 を 分 掌 

す る 課 

管 財 課 

各 部 

主 管 課 

市 有 財 産 
管 財 課 

建 築 住 宅 課 

危 機 管 理 

防 災 課 

地 方 支 部 

( 総 務 班 ) 
 防 災 課 

４ 

社 会 福 祉

施 設 ・ 社

会 教 育 施

設 ・ 文 化

施 設 ・ 体

育 施 設 被

害 報 告 

社 会 

福 祉 

施 設 

県 立 県 立 各 施 設  

地 域 福 祉 課 

長 寿 社 会 課 

障がい保健福祉課 

子 ど も 子 育 て 

支 援 室 

保 健 福 祉 

企 画 室 

上 記 

以 外 

地域福祉課・

生活福祉課・

子ども青少年

課・障がい福

祉課・長寿社

会課・介護保

険課 

危 機 管 理 

防 災 課 

地 方 支 部 

( 福 祉 環 境 班 ) 

地 域 福 祉 課 

長 寿 社 会 課 

障がい保健福祉課 

子 ど も 子 育 て 

支 援 室 

保 健 福 祉 

企 画 室 

社 会 

教 育 

施 設 

県 立 県 立 各 施 設  
生 涯 学 習 

文 化 財 課 

教 育 

企 画 室 

上 記 

以 外 
生 涯 学 習 課 

危 機 管 理 

防 災 課 

地 方 支 部 

(教育事務所班) 

生 涯 学 習 

文 化 財 課 

教 育 

企 画 室 

文 化 

施 設 

県 立 県 立 各 施 設  文 化 振 興 課 

文 化 

ス ポ ー ツ 

企 画 室 

上記以外 歴 史 文 化 課 
危 機 管 理 

防 災 課 

地 方 支 部 

(教育事務所班) 
文 化 振 興 課 

文 化 

ス ポ ー ツ 

企 画 室 

体 育 

施 設 

県 立 県 立 各 施 設  スポーツ振興課 

文 化 

ス ポ ー ツ 

企 画 室 

上 記 

以 外 

ス ポ ー ツ 

推 進 課 

危 機 管 理 

防 災 課 

地 方 支 部 

(教育事務所班) 
スポーツ振興課 

文 化 

ス ポ ー ツ 

企 画 室 
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様式 

番号 
報告種別 報告区分 

市本部等の担当課 報告受領機関 

被害調査担当 報告担当課 地方支部等 本部各課 
取りまとめ

る課 

B 

C 

５ 

5-1 

医 療 施

設 ・ 上 水

道 施 設 ・

衛 生 施 設

被 害 報 告 

 

医 

 

療 

 

施 

 

設 

 

病

院

等 

国 立 
地 方 支 部 

( 保 健 医 療 班 ) 

地 方 支 部 

( 保 健 医 療 班 ) 
医 療 政 策 室 

保 健 福 祉 

企 画 室 

県 立 
地 方 支 部 

( 県 立 病 院 班 ) 
  

（ 医 療 ） 

管 理 課 

上 記 

以 外 

指 導 予 防 課 

(医療部)総務

課 

危 機 管 理 

防 災 課 

地 方 支 部 

( 保 健 医 療 班 ) 
医 療 政 策 室 

保 健 福 祉 

企 画 室 

感染症指定

医 療 機 関 

(医療部)総務

課 

危 機 管 理 

防 災 課 

地 方 支 部 

( 保 健 医 療 班 ) 
医 療 政 策 室 

保 健 福 祉 

企 画 室 

母 子 健 康 

セ ン タ ー 

 (医療部)総務

課 

危 機 管 理 

防 災 課 

地 方 支 部 

( 保 健 医 療 班 ) 

子 ど も 子 育 て 

支 援 課 

保 健 福 祉 

企 画 室 

上 水 道 施 設 
(上下水道部)

総 務 課 

危 機 管 理 

防 災 課 

地 方 支 部 

( 福 祉 環 境 班 ) 

県 民 く ら し の 

安 全 課 

環 境 生 活 

企 画 室 

衛 生 施 設 

廃 棄 物 対 策

課・資源循環

推進課・クリ

ーンセンター 

危 機 管 理 

防 災 課 

地 方 支 部 

( 福 祉 環 境 班 ) 

県 民 く ら し の 

安 全 課 

資 源 循 環 

推 進 課 

環 境 生 活 

企 画 室 

６ 
消 防 施 設 

被 害 報 告 
 

危 機 管 理 

防 災 課 

危 機 管 理 

防 災 課 

地 方 支 部 

( 総 務 班 ) 
 防 災 課 

D 

７ 観 光 施 設 

被 害 報 告 

自 然 公 園 施 設 公園みどり課 
危 機 管 理 

防 災 課 

地 方 支 部 

( 福 祉 環 境 班 ) 
自 然 保 護 課 

環 境 生 活 

企 画 室 

観 光 施 設 観 光 課 
危 機 管 理 

防 災 課 

地 方 支 部 

( 総 務 班 ) 

観 光 ・ 

プロモーション 室 

商 工 

企 画 室 

E 

８ 

商 工 関 係

被 害 報 告 
 経 済 企 画 課 

危 機 管 理 

防 災 課 

地 方 支 部 

( 総 務 班 ) 
経 営 支 援 課 

商 工 

企 画 室 

９ 高 圧 ガ

ス ， 火 薬

類 施 設 及

び 鉱 山 関

係 被 害 報

告 

高 圧 ガ ス ， 

火 薬 類 施 設 
経 済 企 画 課 

危 機 管 理 

防 災 課 

地 方 支 部 

( 総 務 班 ) 
 

消 防 

安 全 課 

鉱 山 関 係 経 済 企 画 課 

危 機 管 理 

防 災 課 地 方 支 部 

( 総 務 班 ) 
環 境 保 全 課 

環 境 生 活 

企 画 室 

F 

11 

漁 港 施 設

等 

被 害 報 告 

県 管 理 
地 方 支 部 

( 土 木 班 ・ 水 産 班 ) 

地 方 支 部 

( 水 産 班 ) 
漁 港 漁 村 課 

農 林 水 産 

企 画 室 

F 

12 

農 業 施 設 

被 害 報 告 
 農 政 課 

危 機 管 理 

防 災 課 

地 方 支 部 

( 農 林 班 ) 
 

農 林 水 産 

企 画 室 

F 

13 

13-1 

農 作 物 等 

被 害 報 告 
 農 政 課 

危 機 管 理 

防 災 課 

地 方 支 部 

( 農 林 班 ) 
 

農 林 水 産 

企 画 室 

F 

14 

家 畜 等 関

係 被 害 報

告 

 農 政 課 
危 機 管 理 

防 災 課 

地 方 支 部 

( 農 林 班 ) 
 

農 林 水 産 

企 画 室 

F 

15 
農 地 農 業

用 施 設 被

害 報 告 

海岸保

全施設

以 外 

県 管 理 
地 方 支 部 

( 農 林 班 ) 
河 川 課 農 村 建 設 課 

農 林 水 産 

企 画 室 

そ の 他 農 政 課 
危 機 管 理 

防 災 課 

地 方 支 部 

( 水 産 班 ) 
農 村 建 設 課 

農 林 水 産 

企 画 室 
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様式 

番号 
報告種別 報告区分 

市本部等の担当課 報告受領機関 

被害調査担当 報告担当課 地方支部等 本部各課 
取りまとめ

る課 

F 

16 

林 業 関 係

被 害 報 告 

林業施

設 

林産・特

用林産施

設 

林 政 課 
危 機 管 理 

防 災 課 

地 方 支 部 

( 農 林 班 ) 
林 業 振 興 課 

農 林 水 産 

企 画 室 

苗 畑 

施 設 
林 政 課 

危 機 管 理 

防 災 課 

地 方 支 部 

( 農 林 班 ) 
森 林 整 備 課 

農 林 水 産 

企 画 室 

治 山 

施 設 
林 政 課 

危 機 管 理 

防 災 課 

地 方 支 部 

( 農 林 班 ) 
森 林 保 全 課 

農 林 水 産 

企 画 室 

林産物 

苗 木 林 政 課 
危 機 管 理 

防 災 課 

地 方 支 部 

( 農 林 班 ) 
森 林 整 備 課 

農 林 水 産 

企 画 室 

苗 木 

以 外 
林 政 課 

危 機 管 理 

防 災 課 

地 方 支 部 

( 農 林 班 ) 
林 業 振 興 課 

農 林 水 産 

企 画 室 

林 地 荒 廃 林 政 課 
危 機 管 理 

防 災 課 

地 方 支 部 

( 農 林 班 ) 
森 林 保 全 課 

農 林 水 産 

企 画 室 

作 業 道 

（県有林以外） 
林 政 課 

危 機 管 理 

防 災 課 

地 方 支 部 

( 農 林 班 ) 
森 林 整 備 課 

農 林 水 産 

企 画 室 

林 道 施 設 林 政 課 
危 機 管 理 

防 災 課 

地 方 支 部 

( 農 林 班 ) 
森 林 保 全 課 

農 林 水 産 

企 画 室 

森 林 

県 有 林 
地 方 支 部 

( 農 林 班 ) 
 森 林 保 全 課 

農 林 水 産 

企 画 室 

市町村有

林・私有

林 

林 政 課 
危 機 管 理 

防 災 課 

地 方 支 部 

( 農 林 班 ) 
森 林 整 備 課 

農 林 水 産 

企 画 室 

森 林 農 地 整 備 

セ ン タ ー の 

施 設 ・ 森 林 等 

森 林 農 地 整 備 セ ン タ ー  森 林 整 備 課 
農 林 水 産 

企 画 室 

国 有 林 の 

施 設 ・ 森 林 等 

東 北 森 林 管 理 局 

盛 岡 森 林 管 理 署 
 林 業 振 興 課 

農 林 水 産 

企 画 室 

G-1 

G-2 

土 木 施 設

等 被 害 報

告 

道

路 

県 管 理 
地 方 支 部 

( 土 木 班 ) 
 道 路 環 境 課 

県 土 整 備 

企 画 室 

市 管 理 道 路 管 理 課 
危 機 管 理 

防 災 課 

地 方 支 部 

( 土 木 班 ) 
道 路 環 境 課 

県 土 整 備 

企 画 室 

河

川 

県 管 理 
地 方 支 部 

( 土 木 班 ) 
 河 川 課 

県 土 整 備 

企 画 室 

市 管 理 河 川 課 
危 機 管 理 

防 災 課 

地 方 支 部 

( 土 木 班 ) 
河 川 課 

県 土 整 備 

企 画 室 

ダ

ム 
県 管 理 

地 方 支 部 

( 土 木 班 ) 
 河 川 課 

県 土 整 備 

企 画 室 

砂 防 
地 方 支 部 

( 土 木 班 ) 
 砂 防 災 害 課 

県 土 整 備 

企 画 室 

地 す べ り 
地 方 支 部 

( 土 木 班 ) 
 砂 防 災 害 課 

県 土 整 備 

企 画 室 

都

市

施

設

等 

県

管

理 

下水道施

設 
北上川上流流域下水道事務所  下 水 環 境 課 

県 土 整 備 

企 画 室 

上 記 

以 外 

地 方 支 部 

( 土 木 班 ) 
 都 市 計 画 課 

県 土 整 備 

企 画 室 

上 記 以 外 

都市計画課・

盛 岡 南 整 備

課・市街地整

備課・下水道

施 設 管 理 課 

危 機 管 理 

防 災 課 

地 方 支 部 

( 土 木 班 ) 

都 市 計 画 課 

下 水 環 境 課 

県 土 整 備 

企 画 室 
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様式 

番号 
報告種別 報告区分 

市本部等の担当課 報告受領機関 

被害調査担当 報告担当課 地方支部等 本部各課 
取りまとめ

る課 

17 土 木 施 設

等 被 害 報

告 河

川 

国 管 理 岩 手 河 川 国 道 事 務 所  砂 防 災 害 課 
県 土 整 備 

企 画 室 

県 管 理 
地 方 支 部 

( 土 木 班 ) 
 砂 防 災 害 課 

県 土 整 備 

企 画 室 

市 管 理 河 川 課 
危 機 管 理 

防 災 課 

地 方 支 部 

( 土 木 班 ) 
砂 防 災 害 課 

県 土 整 備 

企 画 室 

道

路

・

橋

梁 

国 管 理 岩 手 河 川 国 道 事 務 所  砂 防 災 害 課 
県 土 整 備 

企 画 室 

国 管 理 盛 岡 管 理 事 務 所  砂 防 災 害 課 
県 土 整 備 

企 画 室 

県 管 理 
地 方 支 部 

( 土 木 班 ) 
 砂 防 災 害 課 

県 土 整 備 

企 画 室 

市 管 理 道 路 管 理 課 
危 機 管 理 

防 災 課 

地 方 支 部 

( 土 木 班 ) 
砂 防 災 害 課 

県 土 整 備 

企 画 室 

砂

防 

国 管 理 岩 手 河 川 国 道 事 務 所  砂 防 災 害 課 
県 土 整 備 

企 画 室 

県 管 理 
地 方 支 部 

( 土 木 班 ) 
 砂 防 災 害 課 

県 土 整 備 

企 画 室 

地 す 

べ り 
県管理 地 方 支 部 ( 土 木 班 )  砂 防 災 害 課 

県 土 整 備 

企 画 室 

都

市

施

設

等 

県

管

理 

上下水

道施設 
北上川上流流域下水道事務所  砂 防 災 害 課 

県 土 整 備 

企 画 室 

上 記 

以 外 

地 方 支 部 

( 土 木 班 ) 
 砂 防 災 害 課 

県 土 整 備 

企 画 室 

上 記 以 外 

都市計画課・

盛 岡 南 整 備

課・市街地整

備課・下水道

施 設 管 理 課 

危 機 管 理 

防 災 課 

地 方 支 部 

( 土 木 班 ) 
砂 防 災 害 課 

県 土 整 備 

企 画 室 

G-1 

G-2 

18 

公 営 住 宅

等 被 害 報

告 

県 管 理 等 
地 方 支 部 

( 土 木 班 ) 
 建 築 住 宅 課 

県 土 整 備 

企 画 室 

市 管 理 建 築 住 宅 課 
危 機 管 理 

防 災 課 

地 方 支 部 

( 土 木 班 ) 
建 築 住 宅 課 

県 土 整 備 

企 画 室 

H 

19 

児 童 生 徒

及 び 教 員

等 被 害 報

告 

国 立 学 校 国 立 学 校   防 災 課 

県 立 学 校 

( 県 立 大 学 及 び 

県 立 大 学 短 期 

大学部を除く｡ ) 

県 立 学 校  学 校 教 育 課 
教 育 

企 画 室 

市 立 学 校 学 校 教 育 課 
危 機 管 理 

防 災 課 

地 方 支 部 

(教育事務所班) 
学 校 教 育 課 

教 育 

企 画 室 

私 立 学 校 私 立 学 校   学事振興課 

県 立 大 学 ・ 

県立大学短期学部 

県 立 大 学 ・ 

県 立 大 学 短 期 学 部 
  学事振興課 
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様式 

番号 
報告種別 報告区分 

市本部等の担当課 報告受領機関 

被害調査担当 報告担当課 地方支部等 本部各課 
取りまとめ

る課 

H 

20 

学 校 被 害

報 告 
国 立 学 校 国 立 学 校   防 災 課 

県 立 学 校 

( 県 立 大 学 及 び 

県 立 大 学 短 期 

大学部を除く｡ ) 

県 立 学 校   
教 育 

企 画 室 

市 立 学 校 学 校 教 育 課 
危 機 管 理 

防 災 課 

地 方 支 部 

(教育事務所班) 
 

教 育 

企 画 室 

私 立 学 校 私 立 学 校   学事振興課 

県 立 大 学 ・ 

県立大学短期学部 
県立大学・県立大学短期学部   学事振興課 

H 

21 

文 化 財 被

害 報 告 
 歴 史 文 化 課 

危 機 管 理 

防 災 課 

地 方 支 部 

(教育事務所班) 

生 涯 学 習 

文 化 財 課 

教 育 

企 画 室 

22 船 舶 被 害

報 告 
 東北運輸局岩手運輸支局等   防 災 課 

I 通 信 事 故

情 報 ・ 通

信 規 制 情

報 報 告 

 

ＮＴＴ東日本㈱岩手支店、Ｎ

ＴＴドコモビジネス㈱、㈱NTT

ド コ モ 東 北 、 K D D I ㈱ 

ソ フ ト バ ン ク ㈱ 

 
科 学 ・ 情 報 

政 策 室 

ふるさと振

興 企 画 室 

23 

電 力 関 係

被 害 報 告 東北電力関係施設 

東 北 電 力 ㈱ 岩 手 支 店 

東 北 電 力 ネ ッ ト ワ ー ク ㈱ 

岩 手 支 店 

  
環 境 生 活 

企 画 室 

県営電力関係施設 企 業 局 各 施 設  業 務 課 
経 営 

総 務 室 

J 

25 

鉄 道 関 係

被 害 報 告  

東 日 本 旅 客 鉄 道 ㈱ 

盛 岡 支 社 

I G R い わ て 銀 河 鉄 道 ㈱ 

 交 通 政 策 室 
ふるさと振

興 企 画 室 
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【初期情報報告様式一覧表】 
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459 

 

様式１ 被害発生等報告 

 



 

460 

 

様式１－１ 避難の指示・勧告等の状況報告 

 

 

 

 

  



 

461 

 

様式２ 人的及び住家被害報告 

 
  



 

462 

 

様式２－１ 人的被害内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

463 

 

様式２－２ 住家被害内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

464 

 

様式３ 庁舎等被害報告 

 



 

465 

 

様式４ 社会福祉施設・社会教育施設・文化施設・体育施設被害報告 

  



 

466 

 

様式５ 医療衛生施設被害報告 

 
  



 

467 

 

様式５－１ 医療衛生施設被害内訳 
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様式６ 消防施設被害報告 
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様式７ 観光施設被害報告 

  



 

470 

 

様式８ 商工関係被害報告 

  



 

471 

 

様式９ 高圧ガス・火薬施設及び鉱山関係被害報告 
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様式12 農業施設被害報告 
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様式13 農作物等被害報告 
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様式13－１ 農作物被害内訳 
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様式14 家畜関係被害報告 
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様式15 農地農業用施設被害報告 
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様式16 林業関係被害報告 
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様式17 土木被害等被害報告 
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様式18 公営住宅等被害報告 

 
 

  



 

480 

 

様式 19 児童・生徒及び教員等被害報告 
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様式20 学校被害報告 
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様式21 文化財被害報告 
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様式Ｂ 水道施設被害状況報告書 
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様式Ｃ 火葬場等被害報告 
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様式Ｄ 観光施設被害報告 

 
  



 

486 

 

様式Ｅ 商工関係被害報告 
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様式Ｆ 農林水産関係被害報告 
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様式Ｇ－１ 土木施設関係等被害報告 

 
 



 

489 

 

様式Ｈ 教育施設関係被害報告 
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３－４ 情報の収集・伝達計画 

３－４－３ 災害時におけるタクシー無線による情報収集に関する協定書（岩手県タクシー協会盛

岡支部） 
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岩 手 県 タ ク シ ー 協会 盛 岡 支 部 加 盟 会社 一 覧 表 

 

 

令和７年10月１日現在 

№ 名 称 所 在 地 電 話 ＦＡＸ 

１ 盛岡タクシー㈱ 盛岡市中央通1丁目8番18号 622-9121 623-2153 

２ ㈱ヒノヤタクシー 盛岡市中央通一丁目８-18 653-1551 624-3800 

３ 
平和とりょうタクシー 

㈱平和タクシー 
盛岡市中央通一丁目６-25 624-5151 624-5155 

４ 富士タクシー㈲ 盛岡市中央通1丁目8番18号 623-9111 624-5178 

５ ㈲つばめタクシー 盛岡市黒石野二丁目16-30 661-0061 662-2860 

６ 県都交通㈲ 盛岡市南仙北一丁目22-58 636-3335 635-4447 

７ ㈲岩手ハイヤー 盛岡市下太田沢田68-15 647-1670 643-7749 

８ ㈲相互タクシー 盛岡市中野一丁目３-17 653-1771 625-7440 

９ 旭タクシー㈲ 盛岡市上厨川字杉原101-６ 647-3112 647-4152 

10 城東交通㈲ 盛岡市本宮三丁目49-35 636-2411 635-5143 

11 ㈲みたけタクシー 盛岡市みたけ三丁目33-21 641-4482 641-5845 

12 ㈱太田タクシー 盛岡市下太田沢田８-４ 659-0071 659-2228 

13 小川タクシー㈱ 盛岡市浅岸二丁目12-26 626-5062 652-0911 

14 ㈱あいのりタクシー 盛岡市高松2丁目1番21号 613-3291 663-5115 

15 ㈱ふるさと交通 盛岡市東安庭3丁目17番35号 601-5580 601-5581 
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３－４ 情報の収集・伝達計画 

３－４－４ 地理空間情報の活用促進のための協力に関する協定書（国土地理院） 

 

 

 
 

 

 

 



 

494 

 

 



 

495 
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３－４ 情報の収集・伝達計画 

３－４－５ 災害時における地図製品等の供給等に関する協定（株式会社ゼンリン） 
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３－６ 交通確保・輸送計画 

３－６－１ 義援物資等集積場所一覧表 

 

義 援 物 資 等 集 積 場 所 一 覧 表 
 

地区名 番号 名     称 所   在   地 電   話 備  考 

西地区 １ 県 営 体 育 館  青山二丁目４番１号 647ｰ1010 義援物資 

南地区 ２ 

盛岡タカヤアリーナ

（盛岡市総合アリー

ナ） 

 本宮五丁目４番１号 658-1212 義援物資 

南地区 ３ 都 南 体 育 館  津志田14地割19番地１ 637-2219 義援物資 

東地区 ４ 盛 岡 競 馬 場  新庄字上八木田10番地 651-2999 義援物資 

西地区 ５ 東北農業研究センター  下厨川赤平４番地 643-3433 復旧資機材 

南地区 ６ 盛 岡 工 業 高 等 学 校  羽場18地割11番地１ 638-3141 復旧資機材 

玉山地区 

７ 渋民運動公園総合体育館 川崎字川崎１－１ 683-1636 義援物資 

８ 渋 民 公 民 館 渋民字鶴塚55 683-2354 義援物資 

９ 玉山総合福祉センター 渋民字泉田360 683-2743 義援物資 
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３－６ 交通確保・輸送計画 

３－６－２ 緊急輸送道路一覧表 

 

緊急輸送道路一覧表 

路   線   名 指 定 区 間 

国  道 

４号（直轄） 県内全線 

46号（直轄） 県内全線 

106号（県管理） 全線 

396号（県管理） 全線 

455号（県管理） 全線 

県   
道 

盛岡横手線（主要地方道） 全線 

盛岡和賀線（主要地方道） 全線 

盛岡環状線（主要地方道） 全線 

上米内湯沢線（主要地方道） 全線 

盛岡鶯宿温泉線（一般県道） 
（主要地方道）盛岡環状線 から （主要地方道）盛

岡横手線 まで 

不動盛岡線（一般県道） 
（矢巾町道）安庭線 から 国道46号（盛岡市永井付

近） まで 

氏子橋夕顔瀬線（一般県道） 
国道４号（盛岡市上堂：上堂交差点） から （市

道）上堂一丁目青山二丁目線 まで 

盛岡滝沢線（一般県道） 
（市道）中屋敷町青山一丁目２号線 から （主要地

方道）盛岡環状線 まで 

本宮長田町線（一般県道） 

（市道）太田橋中川町線 から （主要地方道）盛岡

横手線 まで 

（市道）宮沢小幅線 から （主要地方道）盛岡環状

線 まで 

市   
道 

上田四丁目稲荷町１号線 
国道４号（盛岡市上田：ＮＨＫ前交差点） から 

（一般県道）氏子橋夕顔瀬線（館坂交差点） まで 

上田四丁目稲荷町２号線 
（一般県道）氏子橋夕顔瀬線（館坂交差点） から 

（主要地方道）盛岡横手線（稲荷町交差点） まで 

本町通二丁目上田四丁目線 
盛岡市上田一丁目15番18号地先 から （市道）上田

四丁目稲荷町１号線（市営体育館前交差点） まで 

北山一丁目10号線 
盛岡市北山一丁目301番１地先 から 国道４号（盛

岡市北山一丁目321番地先 ） まで 

上田一丁目線 
県立中央病院 から 盛岡市北山一丁目301番１地先 

まで 

上田一丁目１号線 
盛岡市上田一丁目６番15号地先 から 県立中央病院 

まで 

梨木町上田一丁目線 
（主要地方道）盛岡横手線 から 盛岡市上田一丁目

６番15号地先 まで 

内丸大沢川原一丁目線 
国道455号交差点（盛岡市内丸８番４号地先） から 

盛岡市大通一丁目２番１号地先 まで 

内丸大通三丁目線 
国道106号交差点（盛岡市内丸３番１号地先） から 

盛岡市大通一丁目２番１号地先 まで 

太田橋中川町線 
（主要地方道）盛岡横手線 から （一般県道）本宮

長田線 まで 

内丸三ツ割五丁目１号線 
国道455号交差点（盛岡市内丸２番１地先） から 

盛岡市内丸９番18号地先 まで 
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路   線   名 指 定 区 間 

内丸４号線 
盛岡市内丸10番38号地先 から 盛岡市内丸９番18号

地先 まで 

内丸本町通一丁目線 
国道455号交差点（盛岡市内丸11番15号地先） から 

盛岡市内丸10番38号地先 まで 

宮沢小幅線 
（一般県道）本宮長田町線 から （主要地方道）盛

岡和賀線（総合アリーナ南交差点） まで 

上堂一丁目青山二丁目線 
（一般県道）氏子橋夕顔瀬線 から （一般県道）盛

岡滝沢線 まで 

稲荷町谷地頭線 
盛岡市青山一丁目23番24号地先 から （一般県道）

盛岡滝沢線 まで 

青山一丁目線 
盛岡市青山一丁目９番22号地先 から 盛岡市青山一

丁目23番24号地先 まで 

中屋敷町青山一丁目２号線 
盛岡市青山一丁目９番22号地先 から （一般県道）

盛岡滝沢線 まで 

岩手飯岡駅前通線 
国道４号（盛岡市三本柳10地割１番10地先） から 

盛岡市永井22地割51番１地先 まで 

下永林１号線 
盛岡市永井22地割51番１地先 から 国道46号（盛岡

市津志田14地割70番１地先） まで 

大島線 
国道４号（盛岡市永井１地割73番１地先） から 盛

岡市中央卸売市場 まで 

殿畑六号線 
（一般県道）不動盛岡線（盛岡市永井 31地割） か

ら 日本オイルターミナル まで 

 

 



 

509 

 

３－６ 交通確保・輸送計画 

３－６－３ 災害時における罹災者、避難民及び災害応急対策要員の一般乗合旅客自動車による移送に関する協定

（社団法人岩手県バス協会） 

 

災害時における罹災者、避難民及び災害応急対策要員の一般乗合旅客自動車による移送に関する協定 
 

盛岡市を甲、社団法人岩手県バス協会を乙として、災害時における罹災者、避難民及び災害応急

対策要員の一般乗合旅客自動車による移送（以下「旅客自動車による移送」という。）について、

次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、盛岡市地域防災計画に基づき、甲が行う災害時における罹災者、避難民及び

災害応急対策要員の移送に対する乙の協力並びにこの協定の手続きに関し必要な事項を定めるも

のとする。 

（要請） 

第２条 甲は、災害時において災害応急対策用車両が不足した場合は、乙に対し旅客自動車によ

る移送について協力を要請するものとする。 

（要請に対する協力） 

第３条 乙は、前条に規定する要請があった場合は、当該要請に基づき速やかに旅客自動車によ

る移送に協力するものとする。 

（要請手続等） 

第４条 第２条の規定による要請は、盛岡市災害対策本部長が行う。 

２ 前項の要請は、次に掲げる事項を口頭、電話等の方法で行うものとし、事後、甲は、乙に要

請した内容を記載した文書を提出するものとする。 

(1) 要請を行った担当者の職及び名前 

(2) 要請する車両台数 

(3) 履行の期日及び場所 

(4) その他必要な事項 

（報告等） 

第５条 乙は、第３条の規定により旅客自動車による移送を行った場合は、事後、必要な事項を

甲に報告するものとする。 

（経費の負担） 

第６条 甲は、第２条の規定による要請に基づき乙が実施した旅客自動車による移送に係る経費

を負担する。 

２ 前項の経費の額は、災害発生時の直前における適正価格を基準として、甲、乙協議を行い定

める。 

（協議） 

第７条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上決

定するものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書を２通作成し、甲、乙それぞれ記名押印の上各１通を保有

する。 

 

平成１３年６月１５日 

甲 岩手県盛岡市内丸12番２号 

盛岡市 

代表者 盛岡市長 桑 島   博 

乙 岩手県盛岡市中ノ橋通一丁目９番22号 

社団法人岩手県バス協会 

会長       三 船 博 敏
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３－６ 交通確保・輸送計画 

３－６－４ 災害時における物資の輸送に関する協定書（赤帽岩手県軽自動車運送協同組合） 
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３－６ 交通確保・輸送計画 

３－６－５ 災害時における応急対策用燃料等の調達に関する協定書（岩手県石油商業協同組合） 

 

 



 

513 
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３－６ 交通確保・輸送計画 

３－６－６ 災害時における物資の緊急輸送及び物資拠点の運営等に関する協定書（ヤマト運輸株

式会社） 
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３－６ 交通確保・輸送計画 

３－６－７ 災害時における電動車両等の支援に関する協定書（三菱自動車） 
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３－６ 交通確保・輸送計画 

３－６－８ 盛岡市と損害保険ジャパン株式会社岩手支店との災害対応力向上に関する協定書 

 



 

523 
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３－６ 交通確保・輸送計画 

３－６－９ 災害時における物資輸送及び運営等の協力に関する協定（北東北福山通運株式会社） 
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３－６ 交通確保・輸送計画 

３－６－10 災害時における物資の輸送・荷役等に関する協定（一般社団法人ＡＺ-ＣＯＭ丸和・

支援ネットワーク） 
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３－６ 交通確保・輸送計画 

３－６－11 飛行場外離着陸場設置基準 

 

飛行場外離着陸場設置基準 
  回転翼航空機の場合の進入区域、進入表面、転移表面の略図 

 １ 一般 

  (1) 平面図 

 

   
  

 (2) 進入表面断面図 

 

 
    

 (3) 転移表面断面図 

 

 
  ※離着陸地帯の外側10メートルの範囲内に１／２勾配の表面上に出る高さの物件がない区域 
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[進入区域、進入表面の特例] 

    (1) 進入経路と出発経路が同一方向に設定できない場合の進入区域、進入表面 

 
    (2) わん曲した進入経路、出発経路の場合の進入区域、進入表面 

 
     ※進入表面の勾配は、中心線上での勾配とする。 

   ※Rは210メートル以上とする。 

 

  [転移表面の特例（一方の転移表面の勾配が１／１を超えることができる場合）] 

   転移表面断面図 

                           Ｄ＝ローター直径 

                           Ｗ＝離着陸地帯幅 

 
   ３／４Ｄの範囲内で離着陸地帯の   ２Ｗの範囲内は１／10勾配の表面の上に出る 

   最高点を含む水平面より上に出る   高さの物件のないこと。 

   物件がないこと。 
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  ２ 山岳地、農地その他離着陸経路下に人又は物件のない場合（特殊地域） 

  (1) 平面図 

 

 
 (2) 進入表面断面図 

 

 
 

    (3) 転移表面断面図 

 

 
 

  [進入区域が一方向しか確保できない場合の進入表面、転移表面の特例] 

    (1) 平面図 
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  (2) 進入表面断面図 

 

 
 

    (3) 転移表面断面図 
 

 
 

 

３ 災害時において緊急輸送等、または訓練においても使用する離着陸場（防災対応離

着陸場）の場合 

   ア 平面図 

①

②

50m

50m
4：1 4：1

接地帯

100m

離着陸地帯

進入区域

250m

 
 
①接 地 帯：長さ及び幅は使用機の全長以上の長さとする。 

②離着陸地帯：長さ及び幅は使用機の全長に２０ｍ以上を加えた長さとする。 

＊全長が２０ｍを越す機材については全長の２倍以上の長さとする。 

＊離着陸地帯は原則として地上に設定する。但し、周囲環境により地上に設

定できない場合、障害物の程度により「仮想離着陸地帯」として１５ｍま

での高さを限度に離着陸地帯の上空に設定することができる。 
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   イ 進入表面断面図 

 

4：1

4：14：1

4：1

仮想離着陸地帯（H=Max15m）

H=Max77.5m

Ｈ=62.5m Ｈ=62.5m

H=Max77.5m

250ｍ 250m

接地帯

進入表面

 
ウ 転移表面断面図 

     （転移表面は設定せず） 

H=Max15m

仮想離着陸地帯

接地帯＊ ＊

離着陸地帯  
 

＊接地帯の外側で接地帯表面より３０ｃｍ程度を限度として平坦な区域 

 

※ 危険予防の措置 

(1) 飛行場外離着陸場への立入禁止措置 

ヘリコプターの運航にかかわらない者の立入禁止措置を講ずること。 

(2) 防塵措置 

ヘリコプターの下降流による砂塵が発生するおそれがあるところでは、散水による防

塵措置を講ずること。 

(3) 飛散防止措置 

飛行場外離着陸場周囲の物品等の飛散防止措置を講ずること。 
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３－６ 交通確保・輸送計画 

３－６－12 へリポート等一覧表 

 

へリポート等一覧表 
 
地

区

名 

番 

号 名  称 所在地 
大きさ 市庁舎

までの

距離
(㎞) 

 

電 話 
縦(m) 横(m) 

中

央

地

区 

１ 岩手大学球技場 上田三丁目18－８ 170 90 2.3 621-6000 

２ 盛岡東警察署 内丸３－40 45 45 0.1 606-0110 

３ 高松公園 上田字堤頭59－１ 125 155 3.0 651-4111 

西

地

区 

４ 県営運動公園 みたけ一丁目10－１ 185 120 5.0 641-1127 

南

地

区 

５ 太田橋グラウンド 下厨川字稲荷9他 400 110 3.6 651-4111 

６ 中央公園 本宮字姥屋敷外 146 103 3.0 651-4111 

７ 
東北電力株式会社岩手支店 

盛岡技術センターヘリポート 
下飯岡４地割85－１ 100 100 4.4 659-0315 

８ 盛岡南公園 永井８地割65 140 83 7.0 632-3344 

９ 
北上川河川敷 

(南大橋下流) 
東仙北一丁目地内 200 80 3.0 624-3131 

10 
北上川河川敷 

(都南大橋下流) 
三本柳北上川河川公園 110 130 5.0 624-3131 

11 河川防災ステーション 向中野字新田地内 23 20 5.5 636-0368 

12 見前南中学校 西見前第16地割73 100 80 6.6 637-3722 

東

地

区 

13 岩山ゴルフ場駐車場 新庄岩山50 200 80 5.2 624-4476 

14 市営野球場 東新庄一丁目８－１ 122 122 1.5 622-1725 

15 盛岡競馬場 新庄字上八木田10 200 100 7.0 651-2999 

南

東

地

区 

16 乙部中学校 黒川21地割51 60 60 11.5 696-2611 

玉

山

地

区 

17 渋民運動公園陸上競技場 川崎字川崎１－１ 100 160 0.5 683-1636 

18 巻堀中学校 好摩字夏間木70－１ 100 180 5.0 682-0022 

19 玉山小学校 日戸字市の坪53 60 80 7.0 685-2250 

20 渋民文化会館駐車場 渋民字鶴塚55 150 75 0.2 683-3526 
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３－６ 交通確保・輸送計画 

３－６－13 重要物流道路一覧表 

 

重要物流道路一覧表 

路   線   名 指 定 区 間 

国  道 

４号 県内全線 

46号  

盛岡市津志田15地割27番12にある国道46号と国道４号

との交点 から 大仙市協和境字岸館74番１にある国道

46号と国道13号との交点 まで 

東北縦貫自動車道 県内全線 

県  道 

盛岡和賀線（主要地方道） 
盛岡市湯沢17地割55の１ から 紫波郡矢巾町流通セン

ター南二丁目６の15 まで 

上 米 内 湯 沢 線

（主要地方道） 

盛岡市永井１地割48の１ から 同市湯沢17地割19の１ 

まで 

不動盛岡線（主要地方道） 
紫波郡矢巾町大字赤林第５地割92の１ から 盛岡市永

井６地割93の１ まで 

市  道 

大島線 
盛岡市永井１地割73番１地先 から 同市羽場10地割

100番地先 まで 

殿畑６号線 
盛岡市永井31地割151番地先 から 同市永井31地割８

番地先 まで 

 

代替・補完路一覧表 

路   線   名 指 定 区 間 

国  道 

106号 

宮古市藤原三丁目106番32 から 盛岡市手代森６地割

10の12 まで 

盛岡市茶畑一丁目19の１ から 同市内丸62の８ まで 

396号 
盛岡市高崩４の４ から 紫波郡紫波町遠山字大橋１の

10 まで 

455号 

盛岡市内丸62の８ から 同市内丸９の７ まで 

同市北山二丁目25の１ から 下閉伊郡岩泉町門字下三

田貝92の38 まで 

県  道 

盛岡和賀線（主要地方道） 
盛岡市本宮五丁目４ から 同市本宮六丁目26の４ ま

で 

盛岡環状線（主要地方道） 
盛岡市本宮五丁目16の７ から 同市本宮五丁目４ ま

で 

上 米 内 湯 沢 線

（主要地方道） 

盛岡市手代森７地割82の１ から 同市三本柳第５地割

25の７ まで 

本 宮 長 田 町 線

（主要地方道） 

盛岡市本宮字松幅44の４ から 同市盛岡駅西通一丁目

107の１ まで 

市  道 

上田四丁目稲荷町１号線 
盛岡市上田四丁目304番１地先 から 同市上田三丁目

427番５地先 まで 

本町通二丁目上田四丁目線 
盛岡市上田三丁目469番１地先 から 同市上田三丁目

427番５地先 まで 

北山一丁目10号線 
盛岡市北山一丁目301番１地先 から 同市北山一丁目

321番地先 まで 

上田一丁目線 
盛岡市上田一丁目156番地１地先 から 同市上田一丁

目336番地１地先 まで 

内丸大沢川原一丁目線 
盛岡市内丸９番７地先 から 同市内丸９番５地先 ま

で 
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３－９ 消防活動計画 

３－９－１ 緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画 
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３－９ 消防活動計画 

３－９－２ 大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱 
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３―11 相互応援協力計画 

３－11－１ 東北地区六都市災害時相互応援に関する協定 

 

東北地区六都市災害時相互応援に関する協定 

 

 県庁所在都市は、県の重要施設等が集中し、また、県における中枢的役割を有していること

から、被災によってその都市機能が長期的にまひすることは、社会的かつ経済的に極めて多大

な影響を与える。そこで、東北各県の県庁所在都市である青森市、秋田市、盛岡市、山形市、

仙台市及び福島市（以下「六都市」という。）は、大規模な災害に備え、次のとおり協定を締

結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、六都市のいずれかにおいて災害が発生し、被災した都市（以下「被災都

市」という。）独自では充分な応急措置が実施できない場合において、災害対策基本法（昭

和36年法律第 223号）第67条第１項の規定に基づき、被災都市の要請にこたえ、災害を受け

ていない都市が行う応援に関し必要な事項を定めるものとする。 

（応援の種類） 

第２条 応援の種類は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 食糧、飲料水及び日用品など生活必需物資の提供 

(2) 応急対策及び復旧に必要な物資、資機材等の提供 

(3) 応急対策及び復旧に必要な職員の派遣及び航空機、車両等の提供 

(4) 前３号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項 

（連絡担当部局の指定） 

第３条 六都市は、あらかじめ相互応援のための連絡担当部局を定め、災害が発生したときは、

速やかに情報を相互に提供するものとする。 

（応援要請の手続） 

第４条 被災都市は、次の事項を明らかにし、連絡担当部局を通じて、応援を要請するものと

する。 

(1) 被害の状況 

(2) 提供を要請する物資、資機材等の品名、数量等 

(3) 派遣を要請する職員の職種及び人員並びに提供を要請する車両等の種別、台数等 

(4) 応援の場所及び経路 

(5) 応援の期間 

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

（自主応援） 

第５条 被災都市以外の都市は、被災都市の被害が極めて甚大で、連絡が取れない場合又は被

災都市が応援を要請するいとまがないと認められる場合は、要請を待たないで必要な応援を

行うことができる。この場合においては、前条の要請があったものとみなす。 

（応援調整都市の指定） 

第６条 六都市は、応援事務を迅速かつ円滑に遂行するため、被災都市と応援を行う都市（以

下「応援都市」という。）との間の総合調整等を行う応援調整都市をあらかじめ定めておく

ものとする。 

２ 応援調整都市は、必要があると認めるときは、被災都市の災害対策本部に連絡員を派遣す

ることができる。 
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（応援経費の負担） 

第７条 応援に要した経費は、原則として被災都市の負担とする。 

２ 被災都市が前項の経費を支弁するいとまがなく、かつ、被災都市から要請があった場合は、

応援都市は、当該経費の一時繰替支弁をするものとする。 

（情報の交換等） 

第８条 六都市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、毎年、地域防災計画及び防

災に関する各都市の情報等について相互に交換するとともに、必要に応じ連絡会議を開催す

るものとする。 

（その他） 

第９条 応援に関しこの協定で定める事項について、この協定発効の際現に存する応援協定又

は別途成立している応援に関する協議等に特別の定めがある場合は、その定めるところによ

る。 

第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、六都市が協議し

て定めるものとする。 

第11条 この協定の成立を証するため、本協定書６通を作成し、六都市がそれぞれ記名押印の

上、各１通を保有する。 

 

附 則 

この協定は、平成８年５月17日から効力を生ずる。 

 

平成８年５月１７日 

 

青森市 

青森市長 佐々木 誠 造 

 

秋田市 

秋田市長 石 川 錬治郎 

 

盛岡市 

盛岡市長 桑 島   博 

 

山形市 

山形市長 佐 藤 幸次郎 

 

仙台市 

仙台市長 藤 井   黎 

 

福島市 

福島市長 吉 田 修 一 
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東北地区六都市災害時相互応援に関する協定実施細目 

 

（趣旨） 

第１条 この実施細目は、東北地区六都市災害時相互応援に関する協定（平成８年５月17日締

結。以下「協定」という。）第10条の規定に基づき、協定の実施に関し必要な事項について

定めるものとする。 

（連絡担当部局の指定） 

第２条 協定第３条に規定する連絡担当部局は、別表１のとおりとする。 

（応援要請の方法） 

第３条 協定第４条に規定する応援要請は、原則として文書をもって行うものとする。ただし、

文書により難い場合は、電話、電信又は連絡員等を通じて行うものとし、後に文書を応援都

市に提出するものとする。 

（応援調整都市の協定） 

第４条 協定第６条に規定する応援調整都市は、別表２のとおりとする。 

（応援職員の派遣に要する経費負担等） 

第５条 協定第７条に規定する経費のうち被災都市への応援職員及び協定第６条第２項に規定

する連絡員（以下「応援職員等」という。）の派遣に要する経費の負担については、次の各

号に掲げるとおりとする。 

(1) 被災都市が負担する経費の額は、応援都市が定める規程により算出した当該応援職員等

の旅費の額及び諸手当の額の範囲内とする。 

(2) 応援職員等が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中

に生じたときは被災都市が、被災都市への往復の途中において生じたときは応援都市が賠

償するものとする。 

(3) 前２号に定めるもののほか、応援職員等の派遣に要する経費については、被災都市及び

応援都市が協議して定める。 

（救援物資等の経費の支払い方法） 

第６条 応援都市は、協定第７条第２項の規定により応援に要する経費を繰替支弁した場合は、

次の各号により算出した額について被災都市に請求する。 

(1) 応援職員等の派遣に要する経費については、前条に規定する額 

(2) 備蓄物資及び調達物資については、当該物資の購入及び輸送費 

(3) 車両、舟艇、航空機、機械器具等については、借上料、燃料費、輸送費及び破損し、又

は故障した場合の修理費 

(4) 施設の提供については、借上料 

(5) 前各号の定めにより難い場合は、被災都市及び応援都市が協議して定める。 

２ 前項の規定による請求は、応援都市の市長が連絡担当部局を経由して被災都市の市長に対

し行う。 

（応援都市の留意事項） 

第７条 応援都市は、応援職員等に応援都市名を表示する腕章等の標識を付けさせ、その身分

を明らかにするものとする。 

２ 応援都市は、災害の状況に応じて、応援職員等に必要な被服、当座の食糧等を携行させる

ものとする。 

（被災都市の留意事項） 

第８条 被災都市は、災害の状況に応じて、応援職員等に対する宿舎のあっせんその他の便宜

を供与するものとする。 
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（防災訓練等） 

第９条 六都市は、協定に基づく応援が円滑に行われるよう必要な訓練を適宜実施するものと

する。 

附 則 

この実施細目は、平成８年５月１７日から効力を生ずる。 

 

平成８年５月１７日 

 

青森市 

青森市長 佐々木 誠 造 

 

秋田市 

秋田市長 石 川 錬治郎 

 

盛岡市 

盛岡市長 桑 島   博 

 

山形市 

山形市長 佐 藤 幸次郎 

 

仙台市 

仙台市長 藤 井   黎 

 

福島市 

福島市長 吉 田 修 一 
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別表１（第２条関係） 

 

連絡担当部局 

  

都市名 担当部局課名 電話番号 ＦＡＸ番号 

青 森 市 総 務 部 総 務 課 017-734-1111 内線2112 017-734-6865 

秋 田 市 総 務 部 防 災 対 策 課 018-866-2021 018-823-5099 

盛 岡 市 総 務 部 消 防 防 災 課 019-626-7404 019-626-7404 

山 形 市 市民生活部生活安全課 023-641-1212 内線255  023-624-8847 

仙 台 市 消 防 局 防 災 部 防 災 課 022-234-1111 内線2330 022-234-1119 

福 島 市 市民生活部生活防災課 024-535-1111 内線3352 024-536-4370 

 

 

 

別表２（第４条関係） 

応援調整都市 

 

被災都市 

応援調整都市名 

正 副 

青 森 市   盛 岡 市 秋 田 市 

秋 田 市 青 森 市 盛 岡 市 

盛 岡 市 秋 田 市 青 森 市 

山 形 市 仙 台 市 福 島 市 

仙 台 市 福 島 市 山 形 市 

福 島 市 山 形 市 仙 台 市 
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３―11 相互応援協力計画 

３－11－２ 大規模災害時における岩手県市町村相互応援に関する協定 

 

大規模災害時における岩手県市町村相互応援に関する協定 
 

（趣 旨） 

第１条 この協定は、岩手県内において地震、津波等による大規模災害が発生した場合に、災

害対策基本法（昭和36年法律第 223号）第５条の２及び第67条第１項の規定に基づき、岩手

県内の市町村（以下単に｢市町村｣という｡）間の相互応援が迅速かつ円滑に行われるために

必要な事項について定めるものとする。 

（応援の種類） 

第２条 応援の種類は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 応急措置を行うに当たって必要となる情報の収集及び提供 

(2) 食料、飲料水及び生活必需物資並びにこれらの供給に必要な資機材の提供及びあっせん 

(3) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な物資及び資機材の提供及びあっ

せん 

(4) 災害応急活動に必要な車両等の提供及びあっせん 

(5) 災害応急活動に必要な職員等（以下｢応援職員等｣という｡）の派遣 

(6) 被災者の一時収容のための施設の提供及びあっせん 

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項 

（応援調整市町村） 

第３条 市町村は、被災した市町村（以下｢被災市町村｣という｡）及び応援を行う市町村（以下｢応

援市町村｣という｡）の間の連絡調整等を行う市町村（以下｢応援調整市町村｣という｡）を、地域

ごとに定めるものとする。 

（応援要請等） 

第４条 被災市町村は、次に掲げる事実を明らかにして、応援調整市町村に対し、応援の要請を行

うものとする。 

(1) 被害の種類及び状況 

(2) 第２条第２号及び第３号に掲げる物資及び資機材の品名、数量等 

(3) 第２条第４号に掲げる車両等の種類、規格及び台数 

(4) 応援職員等の職種別人員 

(5) 応援場所及び応援場所までの経路 

(6) 応援を要する期間 

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

２ 応援調整市町村は、前項の要請を受けた場合は、他の市町村及び岩手県と十分連絡をとり、各

市町村が実施する応援内容等の調正を図るものとする。 

（自主応援） 

第５条 市町村は、甚大な被害が発生したと認められる場合において、被災市町村との連絡がとれ

ないとき又は被災市町村からの応援の要請を待ついとまがないときは、前条第１項の要請を待た

ずに、必要な応援を行うことができるものとする。この場合において、当該市町村は、同項の規

定により被災市町村から応援の要請を受けたものとみなす。 

（応援費用の負担等） 

第６条 応援市町村が応援に要した費用は、原則として、被災市町村の負担とする。 

２ 被災市町村は、前項の費用を支弁するいとまがない場合は、応援市町村に当該費用の一時

繰替支弁を求めることができるものとする。 

（連絡担当課） 

第７条 市町村は、相互応援に関する連絡担当課を定め、災害が発生したときは、速やかに、相互

に連絡するものとする。 

（情報等の交換） 
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第８条 市町村は、この協定に基づく相互応援が円滑に行われるよう、必要に応じて、情報及び資

料を相互に交換するものとする。 

（その他） 

第９条 その協定に定めるもののほか、特に必要がある場合は、その都度、市町村が協議して定め

るものとする。 

２ この協定の実施に関し必要な事項は、第７条に規定する連絡担当課が協議して定めるものとす

る。 

第10条 この協定は、平成８年10月７日から効力を生ずるものとする。 

 

 この協定を証するため、本協定書59通を作成し、市町村がそれぞれ記名押印の上、各１通を保有

する。 

 

平成８年10月７日 

盛岡市 

盛岡市長  桑 島   博 

宮古市 

宮古市長  菊 池 長右ヱ門 

大船渡市 

大船渡市長 甘 竹 勝 郎 

水沢市 

水沢市長  後 藤   晨 

花巻市 

花巻市長  渡 邊   勉 

北上市 

北上市長  高 橋 盛 吉 

久慈市 

久慈市長  久 慈 義 昭 

遠野市 

遠野市長  菊 池   正 

一関市 

一関市長  佐々木 一 朗 

陸前高田市 

陸前高田市 菅 野 俊 吾 

釜石市 

釜石市長  野 田 武 義 

江刺市 

江刺市長  及 川   勉 

二戸市 

二戸市長  小 原 豊 明 

雫石町 

雫石町長  川 口 善 彌 

葛巻町 

葛巻町長  遠 藤 治 夫 

岩手町 

岩手町長  田 中 幸 平 

西根町 

西根町長  工 藤 勝 治 

滝沢村 

滝沢村長  柳 村 純 一 

松尾村 

松尾村長  佐々木 正四郎 
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玉山村 

玉山村長  工 藤 久 徳 

紫波町 

紫波町長  鷹 木 壯 光 

矢巾町 

矢巾町長  高 橋 隆 三 

大迫町 

大迫町長  畠     敏 

石鳥谷町 

石鳥谷町長 大 竹 義 文 

東和町 

東和町長  小 原 秀 夫 

湯田町 

湯田町長  菅 原 信 夫 

沢内村 

沢内村長  内 記 正 志 

金ヶ崎町 

金ヶ崎町長 高 橋 紀 雄 

前沢町 

前沢町長  鈴 木 一 司 

胆沢町 

胆沢町長  千 田   明 

衣川村 

衣川村長  佐々木 秀 康 

花泉町 

花泉町長  小野寺 亮 助 

平泉町 

平泉町長  穂 積 昭 慈 

大東町 

大東町長  小 原 伸 元 

藤沢町 

藤沢町長  佐 藤   守 

千厩町 

千厩町長  藤 野 光 男 

東山町 

東山町長  松 川   誠 

室根村 

室根村長  名 取   渉 

川崎村 

川崎村長  千 葉   莊 

住田町 

住田町長  菅 野   剛 

三陸町 

三陸町長  佐々木 菊 夫 

大槌町 

大槌町長  黒 澤 友 吉 

宮守村 

宮守村長  照 井 春 雄 

田老町 

田老町長  竹 花 達 雄 



 

570 

 

山田町 

山田町長  黒 澤   孝 

岩泉町 

岩泉町長  八重樫 協 二 

田野畑村 

田野畑村長 早 野 仙 平 

普代村 

普代村長  岩 澤 義 雄 

新里村 

新里村長  山 口 通 男 

川井村 

川井村長  原     眞 

軽米町 

軽米町長  平   澄 芳 

種市町 

種市町長  関 根 重 男 

野田町 

野田町長  中 川 正 勝 

山形村 

山形村長  小笠原   寛 

大野村 

大野村長  柏 木 幸 夫 

九戸村 

九戸村長  伊保内 昭 一 

浄法寺町 

浄法寺町長 砂子田 一 男 

安代町 

安代町長  北 舘 義 一 

一戸町 

一戸町長  稲 葉   暉 
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大規模災害時における岩手県市町村相互応援に関する協定実施細目 
 

（趣旨） 

第１条 この実施細目は、大規模災害時における岩手県市町村相互応援に関する協定（以下

｢協定｣という｡）第９条第２項の規定に基づき、協定の実施に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

（応援調整市町村） 

第２条 協定第３条に規定する応援調整市町村は、別表第１のとおりとする。 

２ 応援調整市町村の役割は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 被災市町村の被害状況に関する情報の収集及び提供 

(2) 被災市町村が必要とする応援の種類等の集約及び各市町村との連絡調整等 

(3) 前２号に掲げる者のほか、必要な事項 

 (応援要請の方法) 

第３条 協定第４条第１項の規定による応援の要請は、電話、ファクシミリ等により行うもの

とし、後日、文書を提出するものとする。 

２ ファクシミリ又は文書による応援要請は、別紙様式によるものとする｡ 

 （応援職員等の派遣に要した費用の負担） 

第４条 協定第６条第１項に規定する費用のうち、応援職員等の派遣に要した費用の負担につ

いては、次に掲げるとおりとする。 

(1) 被災市町村が負担する費用は、応援市町村が定める規定により算出した応援職員等の旅

費の額及び諸手当の額の範囲とする。 

(2) 応援職員等が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、地方公務員

災害補償法（昭和42年法律第 121号）の規定に基づき、必要な補償を行う。 

(3) 応援職員等が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中

に生じたものについては被災市町村が、被災市町村への往復の途中において生じたものに

ついては応援市町村が、それぞれ賠償する。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、応援職員等の派遣に要した費用については、被災市町村及

び応援市町村が協議して定める。 

（応援費用の請求等） 

第５条 応援市町村が、協定第６条第２項の規定により応援に要した費用を繰替支弁した場合

には、次に定めるところにより算出した額を、被災市町村に請求するものとする。 

(1) 応援職員等の派遣については、前条に規定する費用 

(2) 備蓄物資については、提供した当該物資の時価評価額及び輸送費 

(3) 調達物資については、当該物資の購入費及び輸送費 

(4) 車両、資機材等については、借上料、輸送費及び破損又は故障が生じた場合の修理費 

(5) 施設の提供については、借上料 

(6) 協定第２条第７号に規定するものについては、その実施に要した額 

２ 前項の規定による請求は、応援市町村長による請求書（関係書類を添付）により、連絡担

当課を経由して、被災市町村長に請求するものとする。 

３ 前２項により難いときは、被災市町村及び応援市町村が協議して定めるものとする。 

（費用負担の協議） 

第６条 協定第６条第１項の規定にかかわらず、被災市町村の被災状況等を勘案し、特別の事

情があると認めるときは、応援に要した費用の負担について、被災市町村及び応援市町村の

間で協議して定めることができるものとする。 

（連絡担当課） 

第７条 協定第７条に規定する連絡担当課は、別表第２のとおりとする。 

（訓練の実施） 

第８条 市町村は、協定に基づく相互応援が円滑に行なわれるよう、必要な訓練を適宜実施す

るものとする。 

（協定等の見直し） 
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第９条 協定及びこの実施細目は、必要に応じて見直すこととし、その事務処理については、

応援調整市町村が持ち回りで担当する。 

 

附 則 

この実施細目は、平成８年10月７日から施行する。 
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別表第１（第２条関係） 

応 援 調 整 市 町 村 
  

地域名 構 成 市 町 村 
応援調整市町村 

正 副 

二 戸 二戸市、軽米町、九戸村、浄法寺町、一戸町 盛 岡 市 久 慈 市 

久 慈 
久慈市、普代村、種市町、野田村、山形村、大野

村 
二 戸 市 盛 岡 市 

盛 岡 

盛岡市、雫石町、葛巻町、岩手町、西根町、滝沢

村 

松尾村、玉山村、紫波町、矢巾町、安代町 

北 上 市 宮 古 市 

宮 古 
宮古市、田老町、山田町、岩泉町、田野畑村、新

里村、川井村 
盛 岡 市 花 巻 市 

岩手中部 
花巻市、北上市、大迫町、石鳥谷町、東和町、湯

田町、沢内村 
一 関 市 釜 石 市 

胆 江 
水沢市、江刺市、金ヶ崎町、前沢町、胆沢町、衣

川村 
花 巻 市 大 船 渡 市 

釜 石 遠野市、釜石市、大槌町、宮守村 遠 野 市 江 刺 市 

両 磐 
一関市、花泉町、平泉町、大東町、藤沢町、千厩

町、東山町、室根村、川崎村 
水 沢 市 陸前高田市 

気 仙 大船渡市、陸前高田市、住田町、三陸町 一 関 市 水 沢 市 
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別表第２（第７条関係） 

連 絡 担 当 課 

地

域 
市町村名 連絡担当課 

電 話 番 号 
ＦＡＸ番号 

防災行政無線 有線電話 

二 

 

 

戸 

二 戸 市 生 活 環 境 課 Ｘ-431-1 0195-23-3111 25-5160 

軽 米 町 総 務 課 Ｘ-432-1 0195-46-2111 46-2335 

九 戸 村 総 務 課 Ｘ-433-1 0195-42-2111 42-3120 

浄 法 寺 町 総 務 課 Ｘ-441-1 0195-38-2111 38-2161 

一 戸 町 総 務 課 Ｘ-442-1 0195-33-2111 33-3770 

久 

 

 

慈 

久 慈 市 消 防 防 災 課 Ｘ-487-1 0194-53-3109 53-3115 

普 代 村 住 民 課 Ｘ-20-483-1 0194-35-2111 35-3017 

種 市 町 総 務 課 Ｘ-482-1 0194-65-2111 65-4334 

野 田 村 住 民 課 Ｘ-484-1 0194-78-2111 78-3995 

山 形 村 総 務 課 Ｘ-485-1 0194-72-2111 72-2848 

大 野 村 総 務 課 Ｘ-486-1 0194-77-2111 77-4015 

盛 

 

 

岡 

盛 岡 市 消 防 防 災 課 Ｘ-411-1 019-651-4111 622-6211 

雫 石 町 総 務 課 Ｘ-421-1 0195-692-2111 692-1311 

葛 巻 町 総 務 課 Ｘ-401-1 019-66-2111 66-2101 

岩 手 町 総 務 課 Ｘ-402-1 0195-62-2111 62-3104 

西 根 町 総 務 課 Ｘ-422-1 0195-76-2111 75-0469 

滝 沢 村 総 務 課 Ｘ-423-1 019-684-2111 684-1517 

松 尾 村 総 務 課 Ｘ-424-1 0195-74-2111 74-2102 

玉 山 村 総 務 課 Ｘ-425-1 019-683-2111 683-1130 

紫 波 町 町 民 課 Ｘ-20-412-1 019-672-2111 672-2311 

矢 巾 町 住 民 課 Ｘ-413-1 019-697-2111 697-3700 

安 代 町 総 務 課 Ｘ-403-1 0195-72-2111 72-3531 

宮 

 

 

古 

宮 古 市 消 防 防 災 課 Ｘ-466-1 0193-62-5533 62-3637 

田 老 町 総 務 課 Ｘ-462-1 0193-87-2111 87-3667 

山 田 町 総 務 課 Ｘ-463-1 0193-82-3111 82-4989 

岩 泉 町 総 務 課 Ｘ-471-1 0194-22-2111 22-3562 

田 野 畑 村 住 民 生 活 課 Ｘ-472-1 0194-34-2111 34-2632 

新 里 村 住 民 生 活 課 Ｘ-464-1 0193-72-2111 72-3282 

川 井 村 総 務 課 Ｘ-465-1 0193-76-2111 76-2042 

備考１ 防災行政無線の｢Ｘ｣は、発信特番（市町村ごとに異なる）であること。 

２             は、応援調整市町村であること。      
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地

域 
市町村名 連絡担当課 

電 話 番 号 
ＦＡＸ番号 

防災行政無線 有線電話 

岩 

手 

中 

部 

花 巻 市 消 防 防 災 課 Ｘ-495-1 0198-24-2119 24-0259 

北 上 市 消 防 防 災 課 Ｘ-20-502-1 0197-64-1122 62-7023 

大 迫 町 総 務 課 Ｘ-492-1 0198-48-2111 48-2943 

石 鳥 谷 町 総 務 課 Ｘ-493-1 0198-45-2111 45-3733 

東 和 町 総 務 課 Ｘ-20-494-1 0198-42-2111 42-3605 

湯 田 町 福 祉 課 Ｘ-506-1 0197-82-2111 82-3111 

沢 内 村 総 務 課 Ｘ-507-1 0197-85-2111 85-2119 

胆 

 

 

江 

水 沢 市 生 活 環 境 課 Ｘ-521-1 0197-24-2111 24-1991 

江 刺 市 企 画 調 整 課 Ｘ-511-1 0197-35-2111 35-5120 

金 ヶ 崎 町 生 活 環 境 課 Ｘ-522-1 0197-42-2111 42-4474 

前 沢 町 町 民 課 Ｘ-523-1 0197-56-2111 56-3427 

胆 沢 町 町 民 課 Ｘ-524-1 0197-46-2111 46-4455 

衣 川 村 総 務 課 Ｘ-20-525-2 0197-52-3111 52-4142 

釜 

 

 

石 

釜 石 市 総 務 課 Ｘ-451-1 0193-22-2127 22-2686 

遠 野 市 消 防 防 災 課 Ｘ-563-1 0198-62-4311 62-2271 

大 槌 町 総 務 課 Ｘ-20-452-1 0193-42-2111 42-3855 

宮 守 村 総 務 課 Ｘ-562-1 0198-67-2111 67-2037 

両 

 

 

盤 

一 関 市 企 画 調 整 課 Ｘ-531-1 0191-21-2111 21-2164 

花 泉 市 総 務 課 Ｘ-532-1 0191-82-2211 82-2210 

平 泉 町 総 務 課 Ｘ-533-1 0191-46-2111 46-3080 

大 東 町 町 民 課 Ｘ-541-1 0191-72-2111 72-2222 

藤 沢 町 自 治 振 興 課 Ｘ-542-1 0191-63-2111 63-5133 

千 厩 町 町 民 生 活 課 Ｘ-543-1 0191-53-2111 53-2110 

東 山 町 総 務 課 Ｘ-544-1 0191-47-2111 47-2118 

室 根 村 住 民 福 祉 課 Ｘ-20-545-2 0191-64-2111 64-2115 

川 崎 村 民 生 課 Ｘ-546-1 0191-43-2111 43-2550 

気 

 

 

仙 

大 船 渡 市 総 務 課 Ｘ-551-1 0192-27-3111 26-4477 

陸前高田市 総 務 課 Ｘ-552-1 0192-54-2111 54-3888 

住 田 町 総 務 課 Ｘ-20-553-1 0192-46-2111 46-3515 

三 陸 町 総 務 課 Ｘ-554-1 0192-44-2111 44-2110 

備考１ 防災行政無線の｢Ｘ｣は、発信特番（市町村ごとに異なる）であること。 

２             は、応援調整市町村であること。     
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別紙様式(第３条関係) 

第       号  

年   月   日  

（応援調整市町村長） 殿 

（応援要請市町村長）     

 

応 援 要 請 書 

 

｢大規模災害時における岩手県市町村相互応援に関する協定｣に基づき、下記のとおり応援を

要請します。 

記 

１ 被害の種類及び状況 

種 類 地震災害 津波災害 風水害 その他（      ） 

人 的 被 害 (1) 死 者 (2) 行方不明 (3) 重傷者 (4) 軽傷者 

人 人 人 人 

住 家 被 害 (1) 全 壊 (2) 半 壊 (3) 一部破損 (4) その他 

棟 

世帯 

棟 

世帯 

棟 

世帯 

棟 

世帯 

公共施設等被害 （庁舎、学校、病院、道路、鉄道、港湾、ライフライン関係） 

 

 

 

 

※ 被害状況は、確認できる範囲で、概括的なもので差し支えないこと。 

 

担当 課・氏 名  

担 当 者 名  

電話・FAX番号  
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２ 応援の種類 

(1) 物資・資機材・車両等の種類 

品名(種類・規格等) 数 量 場    所 

   

   

   

   

   

 

(2) 職員等の派遣 

種  類 活 動 内 容 人 員 場    所 

    

    

    

    

    

 

(3) その他の応援要請事項 

 

 

３ 応援の期間 

年  月  日  ～  年  月  日 

 

４ 応援場所までの経路 

陸  路  

空路(ヘリポート等)  

水 路 ( 港 湾 等 )  
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３－11 相互応援協力計画 

３－11－３ 大規模災害時の｢南部藩ゆかりの地｣相互応援に関する協定 

 

大規模災害時の｢南部藩ゆかりの地｣相互応援に関する協定 

 

（応援の種類） 

第１条 応援の種類は、次のとおりとする。 

(1) 食料、飲料水及び生活必需品並びにその供給に必要な資機材の提供 

(2) 被災者の救出、医療、防疫活動並びに施設の応急措置等に必要な資機材及び物資の提供 

(3) 災害応急活動に必要な車両等の派遣 

(4) 災害応急活動に必要な職員の派遣 

(5) 児童生徒の受入れ 

(6) 被災者に対する住宅のあっせん 

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項 

（連絡担当部課等） 

第２条 前条に掲げる応援に関する事項の連絡が確実かつ円滑に行われるよう、市町の災害応

急措置の応援事務を担当する部課等（以下｢連絡担当課｣という。）を別表のとおり定める。 

（応援の手続き） 

第３条 大規模災害が発生し、他の市町に応援を要請しようとするときは、次に掲げる事項を

明らかにし、文書により前条に規定する連絡担当課を通じ要請するものとする。 

ただし、緊急の場合には、電話又はその他の方法をもって要請し、その後に文書を提出す

るものとする。 

(1) 被害の種類及び状況 

(2) 第１条第１号及び第２号に掲げる物資等の品名及び数量等 

(3) 第１条第３号に掲げる車両の種類及び台数 

(4) 第１条第４号に掲げるものの職種別人員 

(5) 応援場所及び応援場所への経路 

(6) 応援の期間 

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

（応援職員の標識等） 

第４条 応援の要請を受けた市町（以下｢応援市町｣という｡）の首長が応援のための職員を派

遣するときは、当該職員に当該市町名を表示した腕章等の標識をつけさせるものとする。 

（応援職員の携行品） 

第５条 応援のために派遣される職員は、災害の状況に応じ、必要な被服、当座の食料等を携

行するものとする。 

（応援職員に対する便宜の供与） 

第６条 応援を受けた市町（以下｢被災市町｣という。）は、応援のために派遣された職員（以

下｢応援職員｣という｡）に対し、宿舎のあっせん等の便宜を供与するものとする。 

（応援職員の派遣に要する経費の負担） 

第７条 応援職員の派遣に要した経費の負担については、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 被災市町が負担する経費の額は、応援市町が定める規定により算出した当該応援職員の

旅費の額及び諸手当の額の範囲内とする。 

(2) 応援職員が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は地方公務員災害

補償法（昭和42年法律第 127号）の規定に基づき応援市町が必要な補償を行う。 

(3) 応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に
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生じたものについては、被災市町が賠償し、被災市町への往復の途中において生じたもの

については、応援市町が賠償するものとする。 

（応援に要する費用の負担） 

第８条 応援を受けた場合の応援措置に要する費用は、応援市町が一時繰替支弁をするものと

し、次に定めるところにより算出した額を応援市町の請求に基づき、被災市町が負担するも

のとする。 

(1) 応援職員の派遣については、前条の規定する額 

(2) 備蓄物資については、提供した物資の時価評価額及び輸送費 

(3) 調達物資については、当該物資の購入費及び輸送費 

(4) 車両及び機械器具等については、借上料、燃料費、輸送費又は故障が生じた場合の修理

費 

２ 前項の請求は、応援市町の首長名による請求書に関係書類を添付の上、被災市町の首長に

それぞれの連絡担当課を経由して行うものとする。 

（応援に要する費用負担の特例） 

第９条 前条の規定にかかわらず、被災市町の被災状況等を勘案し特段の事情があると認める

ときは、応援に要した費用の負担について、被災市町と応援市町の間で協議することができ

る。 

（災害対策の資料の交換） 

第10条 各市町は、相互の災害対策の調査資料に資するため、地域防災計画等の当該市町の地

域に係る災害対策の資料を作成したときは、他の市町に送付するものとする。 

（補 則） 

第11条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項で、特に必要が生じ

た場合は、連絡担当課が協議して定めるものとする。 

（適 用） 

第12条 この協定は、平成８年10月21日から適用する。 

 

この協定の締結を証するため、本協定書９通を作成し、当事者署名のうえ各自その１通を保

有するものとする。 

 

平成８年10月21日 

 

  山梨県南部町 南部町長 小 沢 介 三 

  山梨県身延町 身延町長 千須和 武 一 

  青森県八戸市 八戸市長 中 里 信 男 

  青森県七戸町 七戸町長 福 士 孝 衛 

  青森県三戸町 三戸町長 杉 澤 四 郎 

  青森県南部町 南部町長 谷 内 政 美 

  岩手県盛岡市 盛岡市長 桑 島   博 

  岩手県遠野市 遠野市長 菊 池   正 

  岩手県二戸市 二戸市長 小 原 豊 明 
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別 表  

 

市 町 名 課  名 係  名 電 話 番 号 

山 梨 県 南 部 町 総 務 課 総 務 係 05566-4-3111 

山 梨 県 身 延 町 総 務 課 交通防災係 05566-2-1111 

青 森 県 八 戸 市 企 画 部 調 整 課  0178-43-2111 

青 森 県 七 戸 町 総 務 課 庶 務 係 0176-62-2111 

青 森 県 三 戸 町 総 務 課 防 災 班 0179-20-1111 

青 森 県 南 部 町 総 務 課 消 防 係 0179-34-2111 

岩 手 県 盛 岡 市 総 務 部 消 防 防 災 課 消防防災係 019-651-4111 

岩 手 県 遠 野 市 消防防災部消防防災課 警 防 係 0198-62-2111 

岩 手 県 二 戸 市 庶 務 課 消防交通係 0195-23-3111 
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３－11 相互応援協力計画 

３－11－４ 中核市災害相互応援協定 
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３－11 相互応援協力計画 

３－11－５ 大規模災害時における秋田・岩手横軸連携相互援助に関する協定 
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591 

 

 



 

592 

 

３－11 相互応援協力計画 

３－11－６ 災害時における相互応援に関する協定書（うるま市） 
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594 

 

３－11 相互応援協力計画 

３－11－７ 「石川啄木ゆかりの地」災害時における相互応援に関する協定書（文京区） 
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３－11 相互応援協力計画 

３－11―８ 災害応援要請書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 用紙の大きさ 日本工業規格Ａ４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害応援要請書 

 

 

盛  第  号 

年  月  日 

 

岩手県知事    殿 

 

盛岡市長         印 

担当者の職、氏名 

電話番号 

 

次により災害の応援を要請します。 

 

災 害 の 状 況  

応 援 を 要 請 す る 事 由  

応 援 を 希 望 す る 期 間  

応 援 を 希 望 す る 区 域

及 び 活 動 内 容  

 

その他参考となるべき事項  
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３－11 相互応援協力計画 

３－11－９ 応援部隊の集結場所 

 

応援部隊の集結場所 
 

 

地 区 名           
番 

号 

 

名    称 

 

所  在  地 
有効面積 

(㎡) 

 

電話番号 

 

 

中 央 地 区           
 １  岩手高等学校  長田町７番60号  1,391 624-4445 

 ２  盛岡第一高等学校  上田三丁目２番１号  2,216 623-4491 

西 地 区            ３  盛岡大学附属高等学校  厨川五丁目４番１号   964 641-1121 

 

南 地 区           
 ４  盛岡第四高等学校  津志田26地割17番地１  2,196 636-0742 

 ５  旧盛岡南高等学校  西見前20地割113番地１  2,155 638-9373 

東 地 区            ６  盛岡第二高等学校  上ノ橋町７番57号  1,961 622-5101 

南 東 地 区            ７  盛岡聴覚支援学校  乙部４地割78番地２    650 696-2582 

 

 

 


